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各 位 

会 社 名 S A A F ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 

代 表 者 代 表 取 締 役  社 長 執 行 役 員 左 奈 田  直 幸 

 （コード：1447、東証グロース）

問合せ先 上 席 執 行 役 員 経 営 管 理 本 部 長 宗 宮  伸 英 

  （電話番号：03‐6770‐9970）

 

特別調査委員会の調査報告書（中間報告） 

受領に関するお知らせ 

 

当社は、2026年３月３日付適時開示「特別調査委員会設置に関するお知らせ」にて公表い

たしましたとおり、当社の元代表取締役社長である前俊守氏（以下「前氏」といいます。）

らの会社財産の私的流用等の疑いにかかる事実関係（以下「本件事案」といいます。）につ

いて、当社から独立した中立かつ公正な外部専門家のみで構成された特別調査委員会（委員

長：弁護士 番匠 史人、ひふみ総合法律事務所）により、現在、調査を実施されております。 

当社は、本日、特別調査委員会より調査報告書（中間報告）を受領いたしましたので、下

記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．特別調査委員会の現時点における調査結果（中間報告） 

特別調査委員会の調査は、現時点において完了しておらず、最終の調査報告書に先立ち調

査報告書（中間報告）を受領いたしました。当該中間報告によると、現時点において、前氏

らの行為に関して、以下の問題点が認められました。 

①  前氏について、当社および当社の100％子会社である株式会社サムシング（以下「サムシ

ング」といいます。）における経費の私的流用（合計1,406,466円）および社内手続上の

不備が認められる経費使用（合計58,242,811円） 

②  サムシングの元代表取締役である小白川貢氏（以下「小白川氏」といいます。）につい

て、同社における社内手続上の不備が認められる経費使用（合計68,554,896円） 

③  前氏および小白川氏について、サムシングにおける社用車の私的利用 

 

一方、上記前氏らの行為とは別に、本件事案発覚後の当社の対応および内部管理体制等に

ついても、以下のとおり、ガバナンス上の問題点が指摘されました。 
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すなわち、（ア）本件事案発覚後に調査を行った内部調査委員会における調査（以下「内

部調査」といいます。）の範囲設定の不適切性、（イ）当社が内部調査を委任した弁護士と

の適切な連携の欠如、（ウ）内部調査の独立性・第三者性確保の不徹底、（エ）内部調査の

結果に関する開示の検討が不十分であること、（オ）内部調査の目的が内部告発に対する対

応のみならず、前氏の進退や当社の支配権をめぐる争いに対する対応としての側面を有して

いた等、調査目的および調査活動の一貫性の欠如、が指摘されております。 

詳細は、添付の「調査報告書（中間報告・公表版）」をご覧ください。  

なお、「調査報告書（中間報告・公表版）」については、プライバシーおよび機密情報保

護等の観点から部分的な非開示措置を施しております。 

 

２.今後の対応について 

本日、特別調査委員会から受領した調査報告書（中間報告）では、現在調査中の未だ全容

が解明されていない事実（中間報告で認定した以外の私的流用等の有無その他同種事例の有

無ならびにこれらが存在した場合のこれらに対する当社の対応状況および内部管理体制

等）、発生原因および再発防止策等については、引き続き調査中とされております。 

当社は、当該中間報告の結果を重く受け止め、直ちに再発防止策の策定に取り組むととも

に、今後特別調査委員会から受領予定の最終の調査報告書の分析・提言をも踏まえ、再発防

止策を最終策定し、コーポレートガバナンスの強化およびコンプライアンスの徹底を行って

まいります。 

 株主、投資家をはじめ、取引先および関係者等のステークホルダーの皆様に、多大なるご

迷惑とご心配をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。 

以 上 



 

 

 

 

 

調 査 報 告 書 

（中間報告・公表版） 
 

 

 

 

 

 

2026 年 4 月 20 日 
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委 員  堤  大輔 
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第 1 調査の概要 

1 特別調査委員会設置の経緯等 

(1) 特別調査委員会設置の経緯（詳細は後記第 6 参照） 

2025 年 3 月下旬から同年 4 月上旬にかけて、SAAF ホールディングス株式会社（以下「当

社」という。）の常勤監査役らに対し、複数回にわたる内部告発（以下「本件内部告発」と

いう。）がなされた。 

本件内部告発は、①2025 年 3 月当時、当社の代表取締役社長であり、当社の 100％子会社

である株式会社サムシング（以下「サムシング」という。）の代表取締役会長であった前俊

守氏（以下「前氏」という。）、当社執行役員であり、サムシング代表取締役社長であった小

白川貢氏（以下「小白川氏」という。）及び当社の常務取締役であり、サムシングの代表取

締役であった東剛史氏（以下「東氏」という。）によるサムシングにおける経費（交際費及

び旅費交通費であり、併せて以下「交際費等」という。）の私的流用の疑い、並びに②前氏

の親族であり当社の内部監査室長であった Ya 氏に対する不当な高額給与の支払及び同給与

の一部の前氏への還流の疑いの指摘を含むものであった。 

これを受け、当社監査役会は、上記①及び②に加え、同時期に新たに疑義が生じていた③

当社が M&A により子会社化した株式会社ユーシン（以下「ユーシン」という。）の代表取

締役会長が前氏に対して行った融資について、当社の買収資金を原資とした迂回融資の疑

いも併せて調査の対象とし、当社常勤監査役である西山靖氏（以下「西山氏」という。）の

主導で調査を実施した。同年 4 月 25 日には、監査役会から取締役会に対し、前氏の一部の

経費について私的流用が疑われる旨等の調査結果が報告された。同年 4 月 30 日、前氏は、

当社の代表取締役の地位を辞任し（取締役の地位は留保）、同日、松場清志取締役（以下「松

場氏」という。）が新たに当社代表取締役に選任された。 

その後、当社は、より独立・中立的な立場からの調査が必要であるとして、同年 5 月 9 日、

A 法律事務所の Za 弁護士（後記特別調査委員会を構成する弁護士とは異なる。なお、当時、

Za 弁護士及び同事務所は、いずれも当社と特段の利害関係を有していなかった。）に対し、

上記①から③までの各疑惑に係る調査を委嘱した（以下、各疑惑に対応する調査対象事実を

「本件事案①」「本件事案②」「本件事案③」といい、これらを併せて「本件事案」という。

なお、本件事案①については、内部告発において対象とされていたサムシングに加え、当社

も調査対象会社としている。）。Za 弁護士は、当該調査を行うにあたり、「SAAF ホールディ

ングス株式会社内部調査委員会」と称する組織を設置した（以下、同組織を「内部調査委員

会」という。）。内部調査委員会の調査においては、同年 5 月の中間報告の時点で、前氏の経

費の私的流用が認められる旨の結果が示された。 

当社は、これらの調査結果を踏まえ、同年 5 月 27 日に開催された取締役会において、前

氏及び東氏について、同年 6 月 24 日に開催される定時株主総会に提出する取締役選任議案

の候補者としないことを決定し、これに基づき、前氏及び東氏は、同株主総会の終結時をも

って任期満了により当社取締役を退任した。また、前氏は当社及びサムシングを含む全ての
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子会社の各役職を辞任又は退任するとともに、小白川氏及び東氏についても同様に各役職

を辞任又は退任した。 

その後、当社の取締役退任後も当社の株式を保有していた前氏は、2026 年 1 月 27 日付で

株主として臨時株主総会招集請求を行い、前氏及び小白川氏を含む 7 名を取締役候補者と

する取締役選任の付議議案を提案した。 

こうした状況を踏まえ、当社としては、内部調査委員会の調査において問題とされた本件

事案並びに本件事案に係る当社の対応及び内部管理体制等について、株主に対する透明性

の確保及び客観的な判断材料の提供の観点から、当社から独立した中立かつ公正な立場に

よる詳細な調査・検証・評価が必要であると判断し、同年 3 月 3 日、特別調査委員会（以下

「当委員会」という。）を設置した。 

 

(2) 本報告の位置付け 

2026 年 3 月 23 日付「株主による株主総会招集の許可決定に関するお知らせ」において適

時開示されたとおり、東京地方裁判所により同年 5 月 12 日を会日の期限とする当社臨時株

主総会の招集許可決定がなされたところ、株主に対する透明性の確保及び客観的な判断材

料の提供を目的として当委員会が設置された趣旨に照らし、調査が継続中である現時点に

おいて報告可能な範囲で株主に対して判断材料を提供すべく、中間報告として本報告を行

うものである。 

具体的には、本件事案①のうち前氏・小白川氏に関する事実、本件事案②及び本件事案③

の各事実関係並びに本件事案に係る当社の対応及び内部管理体制等に関する検証・評価に

つき、現時点で報告可能な範囲で報告するものである。 

 

2 特別調査委員会の構成 

当委員会の構成は以下のとおりである。 

委員長：番匠 史人（弁護士、ひふみ総合法律事務所） 

委 員：杉田 篤史（公認会計士、株式会社 WARC） 

委 員：堤  大輔（弁護士、ひふみ総合法律事務所） 

 

委員長及び各委員は、当社及び当社グループ各社と特段の利害関係を有していない。 

当委員会は、当社の内部監査室長である Xa 氏を中心とする役職員により構成された事務

局の補佐を受けた。 

また、以下の弁護士、公認会計士等の外部専門家を補助者として起用した。なお、当該補

助者も当社と特段の利害関係を有していない。 

所属等 氏名 

ひふみ総合法律事務所 弁護士：吉良一真、生井佳代 

玉川法律事務所 弁護士：玉川竜大 
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株式会社 WARC（同社から

委託を受けた者も含む。） 

公認会計士：渡井肇洋※、佐藤友裕、東貴志、中村知義、坂

下怜央、横田輝晃ほか 1 名 

株式会社 foxcale 公認会計士：小池赳司、吉津亮介※ 

※公認不正検査士 

 

なお、当委員会は、株式会社 foxcale（以下「foxcale」という。）を、後記 6(3)のデジタル・

フォレンジック調査実施のための専門業者として起用した。 

 

3 本調査の目的 

本調査の目的は、下記のとおりである。 

⑴ 本件事案に関する事実関係の調査 

⑵ 本件事案の類似事案の存否及び事実関係の調査 

⑶ 上記⑴及び⑵の調査で確認された事実並びに本件事案に係る当社の対応及び内部

管理体制等に関する検証・評価 

⑷ 上記⑴から⑶の検証において問題が認められた場合における原因分析及び再発防

止策の検討・提言 

⑸ その他、当委員会が必要と認めた事項 

 

4 本調査の調査対象範囲 

本件事案①については、事実関係の調査及び同事案の類似事案の存否・事実関係の調査の

うち、当社に関し、かねて共同代表であった恩田饒氏（以下「恩田氏」という。）が退任し

前氏が単独代表となり影響力を強めたと考えられる 2021 年 6 月以降、サムシング及びその

他子会社に関し、法定開示期間を考慮して過去 5 期分、すなわち 2020 年 4 月以降の期間の

調査を実施した。 

本件事案②については、Ya 氏が当社に入社した 2021 年 8 月以降の期間を調査し、類似事

案の存否及び事実関係の調査については、法定開示期間を考慮した 2020 年 4 月以降の期間

を調査した。 

本件事案③については、当社がユーシンの買収の検討を開始した 2024 年 3 月以降の期間

を調査した。なお、後記第 5 のとおり、本件事案③は特段問題のある事案と認められなかっ

たため、類似事案の存否及び事実関係の調査は実施していない。 

 

5 本調査の実施期間 

2026 年 3 月 3 日から実施し、本報告書提出時点も継続中である。 
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6 本調査の調査方法 

(1) 関連資料等の精査 

当委員会は、以下の関連資料を入手し、内容を精査した。 

・全体について、当社及びサムシングの組織図、社内規程・通達、取締役会その他重要な

会議体等の議事録等 

・本件事案①について、連結精算表、稟議申請一覧、仕訳データ、支払依頼書・出金伝票

等の経理関係資料、福利厚生関係資料、社用車運行記録等 

・本件事案②について、Ya 氏の給与に関する資料等 

・本件事案③について、ユーシン買収に関する資料等 

 

(2) 関係者に対するヒアリング等 

当委員会は、以下の関係者のほか、前氏、小白川氏にヒアリングを実施した。前氏につい

ては、ヒアリングの補足として書面質問を行い、同氏から回答を得た。 

なお、東氏についても、当委員会は、2026 年 3 月 27 日付メール及び郵送（同年 4 月 1 日

に到達済み）によりヒアリングの打診を行ったが、専門家を選任、協議した上で対応を検討

する十分な時間が確保できていないなどの申出があり、本報告書提出時点では実施に至っ

ていない。 

・本件事案①について、当社及びサムシングの経理関係者、前氏らの経理処理を補助して

いた秘書、後記(4)のアンケート調査の検出事項を踏まえて補充聴取が必要と認めた社

内関係者等 

・本件事案②について、現在の人事関係者、Ya 氏等 

・本件事案③について、関係者へのヒアリングの代替として、ユーシンの買収に関与した

M&A 仲介会社にメールにより事実関係の照会を行った。 

・本件事案に係る当社の対応及び内部管理体制等に関する検証・評価について、本件事案

への対応の検討に関与した当社取締役・監査役等 

ヒアリングは合計 41 人、延べ 59 回実施され、詳細は別紙 1 のとおりである。 

 

(3) デジタル・フォレンジック調査 

当委員会は、本件事案①、②及びこれら事案の類似事案の調査の目的で、一定の関わりが

あると認められる又はその可能性がある当社及びサムシングの現役役職員及び元役職員ら

計 16 名について、当社及びサムシングが保有している各データについて、分析検討を実施

した。主な実施内容は以下のとおりである。 

・本件事案①について、同事案の事実関係調査に関しては、前氏・小白川氏・東氏らのほか、

これらの者の会計処理に関与している又はその可能性のある者をデジタル・フォレンジ

ックの対象とした。類似事案の調査に関しては、当社及びサムシングにおける調査対象期

間内の役員経験者のうち各社交際費総額の一定の割合以上の経費を利用したことがある
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者を対象とした。 

保全・解析の対象データについては、対象者全員につき、当社及びサムシングにおいて社

内コミュニケーションツールとして利用しているサーバメール、Teams チャット、

OneDrive 及び SharePoint 内のデータ並びに予定表データを保全・解析した上、サーバメ

ール及び Teams チャットについては、関連キーワード検索によりヒットしたデータのレ

ビューを行った。また、対象者に関するデータが残存していた会社貸与 PC・モバイル端

末（ただし、他の調査において具体的な嫌疑がうかがわれなかった者の PC 等を除く。）

内のデータについても保全・解析を行い、一部の者についてはレビューも実施した。さら

に、一部の者のプライベートクラウド（ASPIRE）についても保全・解析を行った。 

上記の各保全・解析済データについては、各経費の使途等に関する裏付け調査のため、当

委員会が適宜検索・精査を行った。 

・本件事案②について、同事案の事実関係調査に関し、前氏のほか、Ya 氏を対象者とした。

保全・解析データについては、本件事案①と同様である。 

・本件事案③については、後記第 5 のとおり、他の調査により特段問題が認められなかった

ため、デジタル・フォレンジック調査は実施していない。 

デジタル・フォレンジック調査の概要については、別紙 2 のとおりである。 

 

(4) アンケートの実施 

当委員会は、本件事案①の調査並びに類似事案の有無や内容等の確認を目的として、当

社・サムシングの役員（社内、社外問わず）、部長（サムシングは各ブロック長、支店長も

含む）及び経理関係者など合計 144 名を対象にアンケート調査を実施した。 

休職中及び本年 3 月末に退職予定のため有給消化中との理由から回答が困難である者を

除く対象者全員から回答を得た上で、アンケート回答を踏まえ、補足の確認が必要な場合に

は、回答者に対し、回答内容に関する確認を行った。 

 

(5) 監査役会調査及び内部調査委員会による調査の確認 

本件事案に係る当社の対応及び内部管理体制等に関する検証・評価に関し、当委員会の設

置前に実施された、監査役会による調査及び内部調査委員会による調査において収集され

た資料の提供を受けるとともに、各調査を実施した監査役及び内部調査委員会委員長である

Za 弁護士へのヒアリングを行い、各調査の実施状況や内容について確認を行った。 

 

7 本調査の意義と留保事項 

本調査は、捜査機関あるいは関係官庁による捜査及び行政調査等とは異なり、強制的な調

査権限に基づく調査ではなく、あくまで関係者の任意の協力を前提とするものであり、かつ、

時間的制約がある中で行われたこと、当委員会は、不審な点や矛盾点が認められた場合には

都度確認を行ったものの、原則として関係者から提供を受けた関係資料や関係者に対する
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ヒアリングから得られた情報等のみに依拠せざるを得ず、その真偽、完全性、網羅性等につ

いて上記捜査及び行政調査等と同水準による検証を行うことはできず、これらを確認する

手段は限定されていたこと、特に、一部のヒアリング対象者から対象者が所持する資料の提

出を求めたもののこれを拒否されたことや、当委員会が依頼した資料の一部について本報

告書提出日時点において未提出であること等から、これらに起因する調査の限界が存在し

たことを付言する。 

当委員会の事実認定は、このように限界がある中で行った本調査の結果に基づくもので

あって、当委員会が収集した資料以外の資料等により、新たな事実関係が発覚した場合など

には、本調査における認定が変更される可能性があることを、留保する。 

また、本調査は、本調査の目的を達成するために行われたものであり、調査対象期間につ

いて、当社及びサムシングの事業から起こり得るあらゆる不正の有無を網羅的に調査した

ものではないことを留保する。 

なお、本報告書は中間報告であり、現時点において入手した情報に基づき明らかとなった

事実関係のうち特に先行して報告すべき事項を報告するものであり、現在調査中であって

未だ全容が解明されていない事実、発生原因及び再発防止策等、調査終了後に分析・検討す

べき事項等については、本報告書には記載していない。 
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第 2 当社の概要、経費処理フロー等 

1 当社の概要 

本報告書の提出時点における当社の概要は以下のとおりである。 

会社名 SAAF ホールディングス株式会社 

設立 2018 年 10 月 1 日 

役員 

代表取締役    左奈田 直幸 

取締役会長    松場 清志 

取締役      坂口 岳洋 

取締役      和田 洋 

社外取締役    塚本 勲 

社外取締役    森本 千賀子 

社外取締役    仲岡 一紀 

常勤監査役    西山 靖 

社外監査役    三谷 総雄 

社外監査役    岡田 憲治 

上場取引所 東京証券取引所グロース（1447） 

資本金 19 億円 

事業内容 

IT コンサルティング、システム開発、システム機器販売、人材派

遣・紹介、地盤調査改良、地盤保証等を営む傘下子会社及びグル

ープ会社の支配及び管理並びにこれに付帯又は関連する業務 

所在地 東京都江東区豊洲三丁目 2 番 24 号 豊洲フォレシア 9F 

事業年度 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月末日まで 

会計監査人 フロンティア監査法人 

 

また、2026 年 3 月 1 日時点のサムシングの概要は以下のとおりである。 

会社名 株式会社サムシング 

設立 1997 年 6 月 5 日 

役員 

代表取締役社長  Yb 氏 

代表取締役副社長 Yc 氏 

取締役会長    左奈田 直幸 

取締役      Yd 氏 

取締役      Ye 氏 

取締役      坂口 岳洋 

取締役      Yf 氏 

監査役      西山 靖 

親会社 SAAF ホールディングス株式会社 
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資本金 5,000 万円（2025 年 3 月末現在） 

事業内容 

・地盤調査 

・地盤改良 

・地盤保証 

・液状化判定 

・沈下修正 

・土壌汚染調査 

・残土調査 

・事業子会社の経営管理、企画、財務、新規事業開発等 

所在地 東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシア 9F（本社） 

事業年度 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月末日まで 

 

2 当社の沿革等 

当社は、いずれも当時東京証券取引所上場会社であった ITbook 株式会社（以下「ITbook」

という。）及びサムシングホールディングス株式会社（以下「サムシングホールディングス」

という。）の共同株式移転により、両社を完全子会社とする株式移転設立完全親会社として

2018 年 10 月 1 日に設立され、同日、当社の普通株式は当時の東京証券取引所マザーズに上

場された。 

当社の設立前、ITbook の企業グループは、主として、IT コンサルティング事業、システ

ム開発事業や人材派遣事業を営み、同社の代表取締役兼 CEO として恩田氏が同グループを

率いていた。一方、サムシングホールディングスの企業グループは、主として、地盤調査、

地盤改良工事及び地盤保証を営み、同社の代表取締役社長として前氏が同グループを率い

ていた。なお、サムシングホールディングスは、その子会社であったサムシングによる 2021

年 6 月の吸収合併により消滅し、以後はサムシングが当社の直接の子会社となった。 

恩田氏は、当社設立後、経営トップの一人として当社グループを率いたが、2021 年 6 月

29 日に開催された定時株主総会の終結時をもって、任期満了により当社の代表取締役会長

兼 CEO を退任した。この定時株主総会において、前氏は代表取締役社長に再任され、それ

以降、前氏が単独で当社グループの経営トップとしてこれを率いる体制となった。 

しかし、前記第 1 の 1 のとおり、前氏は、2025 年 4 月 30 日、当社代表取締役を辞任し、

同日開催の取締役会において、松場氏が代表取締役に選任された。前氏の辞任理由について、

当社は、これまでの経営不振の責任を取るという前氏本人の申出があった旨を公表してい

る。 

その後、2025 年 6 月 24 日の定時株主総会において、前氏は取締役として再任されず、当

社の取締役及びその他の当社グループの取締役を退任した（サムシングに関しては、同月 1

日付で辞任）。同株主総会の終結時をもって、松場氏は代表権を返上して取締役会長に就任

し、同日、代わって左奈田直幸氏（以下「左奈田氏」という。）が新たに当社の代表取締役
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社長に選任され、現在に至っている。 

当社の 2025 年 7 月 1 日時点のグループ会社は下記の図表のとおりである。なお、ジオサ

イン株式会社は当社の議決権保有割合 53.6%の子会社である。株式会社東名、SOMETHING 

VIETNAM CO., LTD.及び JAPANEL HOME (CAMBODIA) CO., LTD.は、サムシングの議決権

保有割合 100%の子会社である。株式会社サムシング四国はサムシングの議決権保有割合

23.1%の持分法適用関連会社である。それ以外は、当社の議決権保有割合 100%の子会社で

ある。 

 

【図表：2025 年 7 月 1 日時点での当社のグループ会社】 

 

 

SAAFホールディングス(株)

SOMETHING
VIETNAM CO., LTD.

(株)サムシング四国

(株)アースプライム

(株)GIR

Someting Re. Co.,Ltd

(株)ユーシン

ITbook(株)

みらい(株)

東京アプリケーションシステム(株)

NEXTech(株)

ジオサイン(株)

(株)サムシング

JAPANEL HOME
(CAMBODIA) CO., LTD.

(株)東名

(株)アイニード

(株)イスト
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3 当社のコーポレートガバナンスの状況等 

本報告書の提出時点において、当社は、取締役会及び監査役会を設置しており、グループ

会社の管理を含むコーポレートガバナンスの体制や運用状況は以下のとおりである。 

 

【図表：2025 年 6 月 27 日時点での体制模式図】 

 

 

(1) 取締役会 

取締役会は、取締役 4 名、社外取締役 3 名で構成され、毎月 1 回定時取締役会が開催さ

れ、必要に応じて臨時取締役会が開催されている。定時取締役会では、月次の営業報告に加

え、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締

役の業務執行の状況を監督している。定時取締役会では、当社の連結月次報告に加え、ITbook

やサムシングの取締役会における決議事項・報告事項なども報告されている。 

各事業年度の取締役の変遷は別紙 3 のとおりである。 

 

(2) 監査役会 

監査役会は、常勤監査役 1 名、非常勤監査役 2 名で構成されている。監査役会は、定例監

査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催している。監査役は、取締役会等の重要な

会議に出席し、会計監査及び業務監査を中心に経営全般に対して監査を行っている。各事業

年度の監査役の変遷は別紙 3 のとおりである。 

 

(3) 内部監査室 

内部監査室は、内部監査規程に基づき、グループ会社を含む各事業部門の業務活動に関し

て、営業状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査

を定期的に行い、代表取締役に報告している。 



 

 11 / 55 

 

内部監査室は、2021 年 1 月の時点では 1 名体制であったところ、前氏が経営トップとし

て当社グループを率いる体制に移行後、前氏の親族であり公認会計士資格を保有する Ya 氏

を採用するなど順次人員が増強され、一時内部監査室長以下 6 名体制となったが、その後の

人員の退職などにより本報告書提出時点では室長以下 3 名体制となっている。 

 

(4) 内部通報制度の整備・運用状況 

当社は、2021 年 6 月 29 日に当時の代表取締役社長である前氏が「コンプライアンス基本

方針」を策定している。その 1 つとして、本報告書提出日現在、法令・規則及び社内規程・

ルールの遵守を掲げ、「法令やルールを遵守し、社会的規範に逸脱することのない、誠実か

つ公正な企業活動を行う。信頼性のある財務報告を重視し、会計不正につながる行動を禁止

する。」としている。 

当社グループでは、従来、ITbook グループは ITbook の監査役を、サムシンググループは

外部弁護士を通報窓口とするグループ別の内部通報制度が整備・運用されていたが、2022 年

12 月に内部通報規程を改訂してグループで統一化し、当社及び連結子会社の職場における

法令違反行為又は不正行為を通報する内部通報制度が整備されている。従業員は、法令違反

行為又は不正行為が行われていることを知ったとき、又は疑うに足りる行為や情報等を目

撃・入手したときは速やかに会社に通報する義務を負う。通報先として、法律事務所と当社

の常勤監査役の 2 つの内部通報窓口が用意されており、通報は、電話、電子メール、郵便、

FAX、書面及び面会のいずれの方法でも可能であり、通報者は匿名で通報を行うことも可能

とされている。2025 年 8 月 1 日、当社は通報先である法律事務所を従前の法律事務所から

A 法律事務所に変更し、その旨当社グループの支店・営業所に周知した。その経緯は、後記

第 6 のとおりである。 

当社は、内部通報案件管理台帳を作成し、通報内容や調査結果、対応方針、再発防止策等

を記録している。当社グループ内で統一化した内部通報制度の運用を開始後、年間 3～5 件

程度の通報実績がある（うち 1 件は本件内部告発である。）。 
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4 業績の推移 

当社及びサムシングの業績の推移は、以下のとおりである。 

  

(1) 当社の業績推移 

 単位：千円（△は損失） 

決算期 2021/3 期 2022/3 期 2023/3 期 2024/3 期 2025/3 期 

売上高 150,360 150,360 510,120 864,000 993,408 

営業損益 △17,878 △169,724 △99,859 159,674 159,803 

経常損益 △9,405 △249,276 △111,517 161,368 673,853 

当期純損益 △72,221 △1,825,034 △611,119 95,601 714,900 

 

(2) サムシングの業績推移 

 単位：千円（△は損失） 

決算期 2021/3 期 2022/3 期 2023/3 期 2024/3 期 2025/3 期 

売上高 10,434,189 12,626,530 13,676,282 13,618,372 14,169,842 

経常損益 85,285 442,897 180,497 111,297 △101,538 

当期純損益 19,090 245,648 83,436 △5,565 △1,023,831 

 

 

5 当社及びサムシングにおける交際費等の使用に関するルール 

(1) 当社における交際費等の使用に関するルール 

ア 交際費等の使用の手続に関するルール 

当社において、役員及び従業員が交際費等を使用する方法には、一定の者に付与されてい

るコーポレートカードの使用、役職員による立替払い及び仮払金の使用がある。 

当社の稟議規程第 4 条及び職務権限表によれば、当社の役員及び従業員のいずれも、交際

費等の使用を申請する場合は、事前に稟議を起案し、金額基準に応じて設定された確認者・

承認者による確認・承認を経る必要がある。これらの稟議規程及び職務権限表は、その適用

対象を役員と従業員とで区別しておらず、代表取締役を含む役員にも同様に適用されるも

のである。当社において、交際費等の稟議手続は X-point という稟議システムを使用して行

われている。また、仮払金を使用して交際費等を使用しようとする場合は、交際費等の使用

の稟議に加えて、仮払金の出金のための稟議申請手続（所定の出金伝票を起案して経理部の

承認を得るというもの。）も必要となる。なお、稟議事項の中には、職務権限表において社

長や取締役会への事後報告を要すると定められている事項もあるが、交際費及び仮払金申

請は、そのような事後報告事項とはされていない。 

当社の規定する職務権限によれば、交際費等の使用の最終的な承認及び権限は下表のと

おりである。 
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内容 基準 確認① 確認② 最終承認 回覧・報告 

交際費 
20 万円以上 経理部長 経営管理本部長 社長 － 

20 万円未満 経理部長 － 経営管理本部長 － 

旅費交通費を

含む一般経費 

50 万円以上 起案部部長 － 経営管理本部長 － 

5 万円以上 

50 万円未満 
起案部部長 － 経理部長 － 

5 万円未満 － － 起案部部長 － 

仮払金申請 

100 万円超 経理部長 経営管理本部長 社長 － 

5 万円超 

100 万円以下 
経理部長 － 経営管理本部長 － 

5 万円以下 － － 経理部長 － 

 

次に、交際費を使用した後の経費処理申請は、大要、以下のとおりである。 

コーポレートカードにより経費を使用した場合は、経費使用者は当社所定の書式により

支払依頼書を起案し、この支払依頼書を、事前に承認を得た稟議書、接待相手先、参加人数、

参加者氏名（社内・社外の別）を記載した領収書及びコーポレートカードの利用明細書とと

もに経理部に提出する。 

立替払いにより経費を使用した場合は、経費使用者は当社所定の書式により出金伝票を

起案し、この出金伝票を、事前に承認を得た稟議書及び接待相手先、参加人数、参加者氏名

（社内・社外の別）を記載した領収書とともに経理部に提出する。 

仮払いにより経費を使用した場合は、仮払い額と実際の使用額に差がある場合は当社所

定の書式により再度出金伝票を起票し、この出金伝票を、接待相手先、参加人数、参加者氏

名（社内・社外の別）を記載した領収書とともに経理部に提出する。仮払い額と実際の使用

額が同額の場合は、接待相手先、参加人数、参加者氏名（社内・社外の別）を記載した領収

書のみを経理部に提出する。 

上記各証憑の提出を受けて、経理部の担当者が事前の稟議申請の内容と実際の使用内容

を確認して経理システムに交際費の仕訳を入力し、同部の上長が承認する。 

 

イ 交際費の内容及び金額についてのルール 

当社の規程上、交際費の使用については、前記アのとおり手続面でのルールはあるものの、

内容及び金額については特段の制限や基準は設けられていない。 

 

(2) サムシングにおける交際費等の使用に関するルール 

ア 交際費等の使用の手続に関するルール 

サムシングにおいても、役員及び従業員が交際費等を使用する方法には、当社と同様、一

定の者に付与されているコーポレートカードの使用、役職員による立替払い及び仮払金の

使用がある。 

サムシングの稟議規程第 4 条及び職務権限表によれば、サムシングにおける交際費等の
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使用についても、当社と同様、事前に稟議申請し、金額に応じて定められた者による確認及

び承認を経て支払が行われている。 

サムシングの規定する職務権限によれば、交際費等の使用の最終的な承認及び権限は下

表のとおりである。 

内容 基準 承認① 承認② 承認③ 承認④ 承認⑤ 最終決定 報告・回覧 

交際費 

20 万円以上 
支店長／ 

所属部長 

ブロック

長 
経理部長 

管理本部

長・同補

佐 

事業統括

本部長 

社長（会長が

在職の場合は

会長） 

経理部長、 

財務法務部長 

20 万円未満 
支店長／ 

所属部長 

ブロック

長 
経理部長 

管理本部

長・同補

佐 

事業統括

本部長 
社長 

経理部長、 

財務法務部長 

旅費 

交通費 

50 万円以上 
支店長／ 

所属部長 

ブロック

長 
経理部長 

管理本部

長補佐 
－ 管理本部長 

社長、常務、 

経理部長、財務

部長 

10 万円以上

50 万円未満 

支店長／ 

所属部長 

ブロック

長 
経理部長 

管理本部

長補佐 
－ 管理本部長 経理部長 

5 万円以上 

10 万円未満 

支店長／ 

所属部長 

ブロック

長 
－ － － 経理部長 － 

5 万円未満 － － － － － 
支店長／ 

所属部長 
経理部長 

仮払金 

申請 

100 万円超 － － － － － 取締役会 当社取締役会 

10 万円以上 

100 万円以下 

支店長／ 

所管部長 

ブロック

長1 
経理部長 

管理本部

長補佐 
－ 管理本部長 経理部長 

5 万円以上 

10 万円未満 

支店長／ 

所管部長 

ブロック

長2 
－ － － 経理部長 経理部長 

5 万円未満 － － － － － 
支店長／ 

所属部長 
－ 

 

交際費等を使用した後の経費処理申請についても、使用する書式に若干の違いはあるが、

基本的には当社と同様である。 

すなわち、経費使用者は、所定の支払依頼書、出金伝票又は仮払伝票を起案し、これらを、

事前に承認を得た稟議書及び接待相手先、参加人数、参加者氏名（社内・社外の別）を記載

した領収書（コーポレートカードを使用した場合は利用明細書も提出する。）とともに、経

理部に提出し、経理部の担当者が事前の稟議申請の内容と実際の使用内容を確認して経理

システムに交際費の仕訳を入力し、同部の上長が承認するというものである。 

 

イ 交際費の内容及び金額についてのルール 

サムシングの規程上、交際費の使用については、前記のとおり手続面でのルールはあるも

のの、内容及び金額については特段の制限や基準は設けられていない。 

もっとも、サムシングにおいては、規程とは別に、交際費の使用を制限する内容の社内通

達が発せられることがあった。これらの通達は、サムシングにおいて、従前より従業員・役

員を問わず社内外の交際費の使用が多い傾向にあったところ、コロナ禍といった社会情勢

 
1 管理、技術、工事に関する場合はブロック長の承認は不要とされている。 
2 管理、技術、工事に関する場合はブロック長の承認は不要とされている。 
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や業績不振等に応じた経費削減施策の一環として発せられたものである。これらの通達に

は役員を対象外とする明確な文言はなかったものの、実際には役員には適用されてこなか

った。その明確な根拠や理由は、当委員会の調査によっても確認されなかった。 

発令時期 発令者 対象者 要旨 

2020 年 12 月 21 日 サムシングホール

ディングス管理本

部長 

サムシンググルー

プ全社、全支店の

役職員 

X-point による事前申請の徹底を求めて

いる。精算時には領収書に参加者の氏名

を記載することを指示している。交際費

の例示として、接待に関わる宿泊費・タ

クシー代、社外・社内飲食費、社外懇親

会参加等を掲げている。 

2021 年 2 月 2 日 サムシングホール

ディングス管理本

部長 

サムシンググルー

プ全社、全支店 

2021 年 2 月 2 日～同年 3 月 31 日の期間

社内交際費の禁止、社外交際費の参加者

数の厳選を指示している。新型コロナウ

イルス感染拡大の影響により営業利益

が大幅に下振れる見込みであることを

受けての時限的な措置である。 

2024 年 2 月 8 日 サムシング管理本

部長 

サムシング各位 X-point による事前申請の徹底、精算時

の領収書への接待相手先、参加人数、参

加者氏名（社内・社外）の記載等を求め

ている。 

また、税務上の交際費の定義を示して交

際費の範囲を説明している。 

2024 年 5 月 1 日 サムシング管理本

部長 

対象者・対象部門

の記載なし 

一部支店における不適切使用が散見さ

れたことを受けて新たに以下のルール

を制定している。 

・部支店のメンバーが多数出席する懇

親会の回数・予算制限。 

・社員同士の懇親会の事前許可制、予算

制限。 

・顧客接待等の予算制限、二次会禁止

（ただし、VIP 顧客については例外）。 

2025 年 8 月 1 日 サムシング管理本

部長 

サムシング各位 X-point での交際費としての事前稟議が

必要な場合の例（飲食を伴う社内外の飲

食（1 円以上）等）を示している。 

2025 年 3 月 25 日 サムシング管理本

部長 

サムシング各位 2025 年 4 月 1 日～2026 年 3 月 31 日の

間、社内交際費の禁止、部署単位の飲食

の回数制限（年 1 回）・金額制限、顧客

の接待についての人数制限・金額制限・

二次会禁止等を指示している。 

 

(3) 当社及びサムシングの交際費等の計上金額について 

恩田氏が当社の経営から退き前氏が単独代表となった 2021 年 6 月の直前期である 2021

年 3 月期から、2025 年 3 月期までの、当社及びサムシングにおける交際費及び旅費交通費

の推移は以下のとおりである。 
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ア 当社における推移 

単位：千円 

決算期 2021/3 期 2022/3 期 2023/3 期 2024/3 期 2025/3 期 

交際費 9,370 19,948 17,070 25,221 25,350 

旅費交通費 2,188 3,935 9,816 15,912 13,431 

 

イ サムシングにおける推移 

単位：千円 

決算期 2021/3 期 2022/3 期 2023/3 期 2024/3 期 2025/3 期 

交際費 37,138 73,022 90,763 90,352 83,037 

旅費交通費 74,601 97,379 136,025 147,967 121,362 
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第 3 本件事案①について 

1 前氏及び小白川氏の交際費等の利用状況及び経費申請・処理等について 

(1) 交際費等の利用状況 

2021 年 3 月期から 2025 年 3 月期までの、当社及びサムシングにおける交際費及び旅費交

通費のうち、本件事案①の対象者である前氏及び小白川氏が使用した金額及び割合の推移

は以下のとおりである。 

 

ア 当社における推移 

単位：千円 

決算期 2021/3 期 2022/3 期 2023/3 期 2024/3 期 2025/3 期 

交際費 
9,370 

(100%) 

19,948 

(100%) 

17,070 

(100%) 

25,221 

(100%) 

25,350 

(100%) 

うち前氏 

(%) 

調査対象 

期間外 

83 

(0.4%) 

6,147 

(36%) 

9,325 

(37.0%) 

9,350 

(36.9%) 

うち小白川氏 

(%) 

調査対象 

期間外 

－ 

(－%) 

－ 

(－%) 

－ 

(－%) 

－ 

(－%) 

旅費交通費 
2,188 

(100%) 

3,935 

(100%) 

9,816 

(100%) 

15,912 

(100%) 

13,431 

(100%) 

うち前氏 

(%) 

調査対象 

期間外 

－ 

(－%) 

536 

(5.5%) 

2,004 

(12.6%) 

4,326 

(32.2%) 

うち小白川氏 

(%) 

調査対象 

期間外 

－ 

(－%) 

－ 

(－%) 

－ 

(－%) 

－ 

(－%) 

 

イ サムシングにおける推移 

単位：千円 

決算期 2021/3 期 2022/3 期 2023/3 期 2024/3 期 2025/3 期 

交際費 
37,138 

(100%) 

73,022 

(100%) 

90,763 

(100%) 

90,352 

(100%) 

83,037 

(100%) 

うち前氏 

(%) 

1,064 

(2.9%) 

11,003 

(15.1%) 

7,053 

(7.8%) 

5,065 

(5.6%) 

7,871 

(9.5%) 

うち小白川氏 

(%) 

6,488 

(17.5%) 

10,265 

(14.1%) 

14,504 

(16.0%) 

16,608 

(18.4%) 

19,653 

(23.7%) 

旅費交通費 
74,601 

(100%) 

97,379 

(100%) 

136,025 

(100%) 

147,967 

(100%) 

121,362 

(100%) 

うち前氏 

(%) 

183 

(0.2%) 

1,551 

(1.6%) 

2,920 

(2.1%) 

1,542 

(1.0%) 

451 

(0.4%) 

うち小白川氏 

(%) 

1,345 

(1.8%) 

1,159 

(1.2%) 

2,042 

(1.5%) 

2,064 

(1.4%) 

1,781 

(1.5%) 

 

(2) 前氏の交際費等の使用に関する業務フロー 

ア 事前の稟議申請 

前記第 2 の 5 のとおり、当社及びサムシングの役職員が経費を使用する際には、事前の
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稟議申請を行うものと定められていた。ところが、前氏は、当社及びサムシングの代表取締

役であった期間においては、実際には事前の稟議申請を行っておらず、事後に秘書の Xb 氏

を通じて経理部に経費処理の申請をさせるにとどまっていた。事前の稟議申請をしていな

かった理由について、前氏は、当委員会のヒアリングにおいて、コーポレートカードによる

交際費の使用については、一定の予算枠の範囲内で最終決裁権限者である自己の裁量によ

り使用することが認められているとの認識を有していた旨説明している。 

なお、仮払金により経費を使用する場合は、前記第 2 の 5 のとおり、経費使用に係る事前

稟議とは別に、仮払金出金のための申請手続を経ることが必要であり、この申請手続を経な

ければ経理部から現金の出金を受けることができない実務上の制約があった。このため、前

氏は、仮払金の使用に際しては、自ら又は Xb 氏を通じて、仮払金出金のための申請を行っ

ていた。 

 

イ 経理処理申請 

前氏についての実際の経理処理申請の流れは、大要、以下のとおりである。 

まず、前氏は、自身が使用した交際費等の経費に関する領収書について、コーポレートカ

ード利用分と仮払金利用分とに分類を行った上で、秘書の Xb 氏に渡し、経理部への経費処

理の申請を行うよう指示していた。 

 

(ｱ) コーポレートカード利用分について 

Xb 氏は、コーポレートカード利用分として受け取った領収書と当社及びサムシングのコ

ーポレートカード3の利用明細との照合作業を行い、当該利用明細及びこれと照合できた領

収書4を基に、当社及びサムシング所定の書式を用いて支払依頼書を作成していた。そして、

支払依頼書の摘要欄に必要事項（前記第 2 の 5 のとおり、参加者及び人数の記載が必要で

ある。）を記載するために、支払依頼書、コーポレートカードの利用明細及び領収書を前氏

に渡し、参加者及び人数を記載するよう前氏に依頼していた5。 

前氏は Xb 氏から受領した支払依頼書又はコーポレートカードの利用明細に直筆で参加

者及び人数を記載し、これらを当社経理部及び Xb 氏に交付していた。なお、前氏による参

加者の記載内容には、社名及び氏名を記載する場合もあれば、「社外 2 名」などの概括的な

記載にとどまる場合もあった。Xb 氏は、前氏から受領した支払依頼書及びコーポレートカ

ードの利用明細及び領収書を当社又はサムシングの経理部に提出していた。 

 
3 当社が契約しているコーポレートカードとサムシングが契約しているコーポレートカードがあり、前氏

はいずれも利用していた。 
4 コーポレートカード利用明細と対応しない領収書については、Xb 氏は経費処理等をせず、当該領収書

を自身のデスク等に 1 年程度保管し、その後破棄していた。 
5 Xb 氏は 2024 年 4 月にサムシングから当社に転籍しており、その頃から、Xb 氏は支払依頼書作成に際

して、前氏のスケジューラーに記録されている予定を確認し、前氏のスケジューラー情報から参加者及び

人数が判明しない経費に関して前氏に確認を求めるようにした。 
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これに基づき、経理部の担当者が、会計システムに交際費等6計上の仕訳を入力7した後、

当社及びサムシングの経理部上席者が、提出された支払依頼書と証憑を確認し、仕訳入力を

承認していた。 

なお、当社経理部は、前氏によるコーポレートカードの利用の中に、使途が不明であるな

ど、当社又はサムシングの交際費として計上することの当否について疑義のあるものを発

見した場合には、前氏に対して、使途等を直接確認していた。確認の結果、交際費として計

上すべきではないと経理部が判断した場合は、その旨前氏に説明した上で、当該利用金額相

当額を、前氏への役員報酬支払時に報酬から控除することとしていた。 

 

(ｲ) 仮払金利用分について 

前氏から仮払金利用分として受け取った領収書については、Xb 氏は、前氏から渡された

領収書のうち、前氏のスケジューラーの情報と整合しないものや、領収書の内容から交際費

として計上することが明らかに不適当と判断したものを除外8した上で、領収書を当社及び

サムシングの経理部長である Xc 氏に渡していた。Xc 氏は当該領収書を元に前氏の仮払金

精算のための精算書を作成し、その精算書及び領収書を経理担当者に渡して交際費等計上

の仕訳を入力させ、これを承認していた9。 

 

(3) 小白川氏の交際費等の使用に関する業務フロー 

ア 事前の稟議申請 

小白川氏も、前氏と同様、事前稟議申請を行っておらず、秘書である Xd 氏又は同じく秘

書である Xe 氏に、事後的に経理処理申請をさせていたにとどまっていた。 

 

イ 経理処理申請 

小白川氏は、経理処理申請に際して、前記第 2 の 5 記載のサムシングの経理処理申請の

一般的な手続と同様、領収書及び交際費の同席者全員の氏名（社外の場合は会社名及び氏名）

を手書きしたメモを秘書の Xd 氏又は Xe 氏に渡し、両氏において、これを基に支払依頼書

（コーポレートカード使用の場合）及び出金伝票（立替払い精算の場合）を起票し、コーポ

 
6 前氏は当社名義及びサムシング名義のコーポレートカードを所持していたが、使用の際、いずれの会社

の交際費等であるかを明確に区別していなかったため、それぞれのコーポレートカードにおいて各社の利

用が混在している状況であった。そのため、各社の経理部では自社で交際費計上すべきではないコーポレ

ートカード利用額については、立替金として会計計上していた。 
7 ただし、調査対象期間のうち、Xb 氏がサムシングに在籍していた 2024 年 3 月までは、Xb 氏が前氏の

秘書と経理部員を兼務していたため、前氏のサムシングの交際費については、Xb 氏が仕訳入力まで行

い、その後、支払依頼書、コーポレートカードの利用明細及び領収書を経理部に提出し、経理部長である

Xc 氏において仕訳の承認を行っていた。 
8 これらの領収書及びコーポレートカードの利用明細と対応しなかった領収書は、Xb 氏のデスクの引き

出しに一定期間保管後に処分していた。 
9 2024 年 4 月以降、Xc 氏はサムシングにおいては経理部長ではなくなったが、当社においては引き続き

経理部担当部長であったことから、2024 年 4 月以降も引き続き Xb 氏は Xc 氏に領収書を渡し、Xc 氏にお

いて経理部担当者に仕訳入力を指示し、承認していた。 
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レートカードの利用明細、領収書及び上記メモを台紙に貼付して経理部に提出していた。 

なお、小白川氏の経費使用については、全てサムシングにおけるものであり、当社におけ

る交際費等の使用はなかった。サムシングにおける交際費等の使用は、2022 年 3 月期に 1

度仮払出金を使用した以外は、全てコーポレートカード又は立替払いの方法によるもので

あった。 

 

2 本件事案①における問題点 

本件事案①で検討すべき中心的な問題は、前氏及び小白川氏が当社及びサムシングにお

いて使用した経費のうち、業務関連性を欠く私的流用に該当するものがあるか否かという

点にある。また、私的流用には該当しないとしても、社内手続上の不備が認められる経費使

用といえるものがあるか否かも併せて検討すべき問題である。 

なお、私的流用が認定された場合の前氏らに対する民事上の責任追及の要否及び内容に

ついては、本報告書の認定結果を踏まえ、当社及びサムシングにおいて別途検討されるべき

事項であり、本報告書ではこれを直接の検討対象とはしない。 

以下では、まず私的流用及びその他不適切な経費使用に関する判断基準を示した上で、本

調査において抽出された前氏及び小白川氏の各経費処理について、当該基準への該当性を

検討する。 

 

3 私的流用の判断基準 

(1) 社内規程に着目した検討 

交際費の使用については、当社及びサムシングは事前稟議の対象としていることから、交

際費使用の適切性については、一義的には当社及びサムシングの承認権者が当社及びサム

シングの所定の基準等に従い判断するものである。 

そこでまず、当社及びサムシングの稟議規程及び職務権限表を見るに、前記第 2 の 5 の

とおり、支出金額に応じた決裁権限区分及び事前申請・事後精算の手続フローが定められて

いるとともに、精算申請書類への支出先・使途・参加者の記載及び証憑添付が求められてい

る。しかし、同規程は経費処理の手続を定めるものにとどまり、業務関連性等の実質的な経

費該当要件についての定義規定を欠く。したがって、私的流用か否かの判断基準は、同規程

からは直ちには導かれない。 

 

(2) 社内規程以外のルールに着目した検討 

サムシングは、前記第 2 の 5 のとおり、交際費の使用について事前稟議申請の徹底を求

める通達において税務上の交際費の定義を周知しており、また、当社の規程は主要子会社で

あるサムシングの規程を参照して定められたことから、当社及びサムシングは交際費とし

て認めるか否かにあたって基本的には税務上の交際費該当性を基準としていると考えられ

る。なお、前記第 2 の 5(2)イのとおり、当該通達は経費削減等のために発令されたもので、



 

 21 / 55 

 

実態としては役員には適用されてこなかったものであるが、当社及びサムシングにおける

交際費の判断基準を検討する上での参考となる。 

この点、税務上、交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その

得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これら

に類する行為のために支出するものをいうとされている10。ここにいう「得意先、仕入先そ

の他事業に関係のある者等」とは、直接・間接に法人の事業に関係のある者を広く含むもの

とされ、得意先、仕入先、下請工場、特約店、代理店のほか、その法人の役員・従業員・株

主等も含まれる11。 

また、当該支出が「交際費等」に該当するというためには、①「支出の相手方」が事業に

関係ある者等であり、②「支出の目的」が事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関

係の円滑な進行を図ることであるとともに、③「行為の形態」が接待、供応、慰安、贈答そ

の他これらに類する行為であること、の三要件を満たすことが必要であると解されている12。 

このように、サムシングが社内通達において参照している税務上の交際費は、基本的に事

業との関連性を主要な要素としている。 

そこで、本調査においては、業務関連性を主要な要素とする税務上の交際費等の定義及び

実際の交際費等の使用態様を踏まえ、私的流用に該当する交際費等の使用の類型を以下の

とおりピックアップした。 

なお、旅費交通費など、当社及びサムシングにおいて、交際費以外の勘定科目により計上

され、支出されている経費についても、各類型に該当する場合は、交際費と同様に私的流用

と評価する。 

 

類型① 役員親族等との会食 

親族（配偶者・子・兄弟姉妹及びその配偶者等）は、取引先・仕入先等の事業関係者に当

たらない。取引関係のある親族を相手方とする会食についても、その親族のみを相手方とす

る場合は、行為の形態を客観的に見れば家庭内の行為であって接待・饗応・慰安・贈答とは

いえない。そのため、役員親族との会食は業務上の関連性を欠くものとして私的流用と評価

する。なお、取引先が出席した接待の場に親族が同席した場合のように業務目的との混在が

認められる場合は、按分等の方法により私的流用分を特定する。 

 

類型② 役員親族等とのゴルフ 

ゴルフについても、類型①の会食と同様の考え方が妥当する。役員が親族のみを同伴する

ゴルフについては全体を私的流用と評価し、取引先等の事業関係者を交えたゴルフであっ

ても、親族が同伴している場合には、按分等の方法により私的流用分を特定する。 

 
10 租税特別措置法第 61 条の 4 第 6 項 
11 租税特別措置法関係通達 61 の 4(1)-22 
12 東京高判平成 15 年 9 月 9 日高等裁判所民事判例集 56 巻 3 号 1 頁 
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類型③ その他調査において業務関連性が認められなかった経費 

上記類型①、②以外にも、本調査における証憑類の精査及びデジタル・フォレンジックの

過程等で業務関連性に疑義が生じると認められた経費使用も調査対象とする。これらの経

費使用については、全対象者に共通して適用される評価基準を設けるのではなく、各人の支

出の目的・経緯、金額の相当性、支出の頻度・累積額その他の具体的事情を踏まえ、その者

について私的流用の疑いを検討すべき特徴的な支出類型を個別に設定した上で、業務関連

性の有無を判断する。 

 

(3) 社内手続上の不備が認められる経費使用 

本調査の中で、事前稟議申請が行われないまま、又は支払依頼書・出金伝票における参加

者欄に「社内」「社外」等の概括的な記載にとどまり、参加者の氏名・属性（所属・役職等）

及び会合の目的が記載されていない事例が多数確認された。 

このような事前稟議申請の欠如や参加者等の記載が不十分なままの処理については、当

社及びサムシングにおいて実務上これを認識しながら許容していた実情も少なからず見受

けられることから、これらの事情のみをもって直ちに私的流用を推認させるものとはいえ

ない。 

しかし、事前稟議申請の欠如は社内規程に違反することはもちろん、稟議手続は不適切な

支出を未然に防止するための内部統制の根幹をなすものであり、このような観点から重大

な問題を含む。この点、前氏や小白川氏は、交際費予算を超えることがないように留意して

交際費を使用しており、また、自らが最終決裁権限者のため稟議手続を経る必要はないと認

識していたと言うが、当社及びサムシングの規程では複数の中間承認者が設定されており、

稟議手続はこれらの者による複層的な審査を通じて支出の当否を組織的に判断することを

本来の趣旨とするものである。したがって、最終決裁権限者であることは稟議手続を不要と

する理由とはなりがたい。 

また、支出目的・参加者等の記載は支出の業務関連性を検証するための基礎をなすもので

あるところ、これが不十分である場合には、業務関連性の有無に関する判断を著しく困難に

させるものである。 

したがって、事前稟議申請の欠如や参加者等の記載が不十分なままの処理については、直

ちに私的流用とまでは断じられないものの、社内手続上の不備が認められる経費使用とし

て別途整理することとした。 

 

4 当委員会が実施した経費抽出・検証フロー 

前記交際費等の申請、経理処理等のフローを踏まえ、当委員会は本調査の調査期間による

制約及び調査対象勘定科目の財務諸表に対する重要性を総合的に勘案し、以下の手続を実

施した。なお、本報告書作成日以降、最終報告書提出までの期間において、当委員会が必要
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と認める追加的な手続を実施する予定である。 

 

① 当社及びサムシングの交際費、旅費交通費及び仮払金の仕訳データから、摘要欄の記載

を基に前氏及び小白川氏が使用したと考えられるデータを抽出する。 

② 以下の条件に当てはまるものを個別検討対象とする。 

・抽出後の仕訳データの摘要欄、支払依頼書又は出金伝票及び領収書の通査により上記

類型①～③に該当する可能性があると判断したもの（当該通査の中で、事前稟議申請

の欠如や支払依頼書・出金伝票における参加者等の記載が不十分なものの確認も行

った。） 

・本件内部告発において私的流用の疑いを指摘されたもの 

・関係者へのヒアリング又はアンケート調査手続において、私的流用が疑われる供述等

があったもの 

・デジタル・フォレンジック調査の結果検出された重要メールに関連するもの 

・その他、計上金額が 10 万円以上の仕訳 

③ 個別検討対象として抽出された経費仕訳については、経費申請書類（支払依頼書、領収

書等）、各経費に関する経費使用日、利用店、参加者氏名等をキーワードとしてデジタ

ル・フォレンジックのレビューツール上で検索を行い、関連するメール・ドキュメント

の通査や経費使用者のスケジューラーとの突合等により、不適切使用が疑われる経費

か否かを判定する。 

④ ③の手続の結果、私的流用が疑われる経費については、レビューツール上で検索を行い、

同様の経費利用の有無を確認する。同様の経費利用が検出された場合には個別検討対

象に追加し、③の手続を実施する。 

⑤ ③及び④の手続により抽出された私的流用が疑われる経費につき、経費使用者に対す

るヒアリングにより事実関係を確認する。 

 

5 前氏に関する検証結果  

前記 4 の手続の結果、現時点において、前氏について、以下のとおり、私的流用及び社内

手続上の不備が認められる経費使用が確認された。 

なお、以下の認定は現時点において確認できた事項に関するものであり、最終的な認定に

ついては最終報告書において報告する。 

 

(1) 経費の私的流用について 

 当社 サムシング 

類型① －件 －円 3 件 447,644 円 

類型② 4 件 712,556 円 3 件 246,266 円 

合計 4 件 712,556 円 6 件 693,910 円 

※ 上記各金額については、各類型において認定した私的流用行為に伴い利用したハ
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イヤーの代金額も含む（ハイヤー利用に関する詳細は後記イ参照）。 

以下では、認定した私的流用の概要を記載する。 

 

ア 親族との会食・ゴルフ（類型①、②） 

前氏の場合、親族との会食・ゴルフが散見されたところ、親族との会食やゴルフは、前記

3(2)のとおり、行為の形態を客観的にみれば家庭内の行為であって接待等とはいえず業務関

連性が認められないため、私的流用と認定した。 

この点、前氏は、親族が集った会食については、創業当時の出資者であった親族との会合

である旨、ゴルフについては、同伴者の親族のうち、当社と取引実績のある会社の代表取締

役である者に関しては取引先に対する接待である旨、サムシングで受領した補助金制度を

紹介してくれた者に関してはそのことへの謝礼としてゴルフに招待したものである旨をそ

れぞれ説明し、当時の自身の考えとしては、業務関連性がある正当な経費と判断していた旨

説明している。 

しかし、交際費は取引関係の維持・拡大を目的として関係性の構築・向上を図るためのも

のであるところ、親族はそもそも既存の関係性を有しており、交際費による関係性の構築・

向上を図る必要性がない。取引先又はその関係者に該当するとしても、それのみをもって親

族との会食等に業務関連性を認めることは、交際費本来の趣旨に合致しない。 

加えて、確認された会食・ゴルフの多くは、親族のみの参加となっており、業務上の接待

や取引関係の構築を目的とするものとは到底みられない。また、業務上の関与が認められな

い親族が同席しているものもあり、この点について前氏からは合理的な説明はなく、これら

の親族を区分して按分処理した形跡も見当たらない。これらの事情は、当該会食・ゴルフの

実態が親族の懇親を目的とするものであり、前氏の認識においても同様であったことを推

認させる。 

さらに、親族の会食・ゴルフはいずれも、参加者の記載に社内役職員と記載又は参加者が

明記されておらず、虚偽の内容を記載又は参加者の詳細が伏せられており、親族であること

を秘して経費処理がなされている。このような事実は、前氏自身が当該支出の交際費該当性

に疑義があることを認識していたことを推認させる。現に、前氏は、社内で私的利用である

と反発されることを懸念してかかる処理を行った旨述べている。 

以上によれば、前氏の主張を踏まえても、業務関連性を認めることはできない。 

なお、これら親族との会食、ゴルフについては、前氏自身、当委員会のヒアリングにおい

て、今改めて考えると会社経費の私的流用にあたると述べており、返金の意思を示している。 

 

イ 上記会食、ゴルフに伴うハイヤー利用 

上記アにおいて私的流用と認定した会食、ゴルフに際し、専らこれらへの移動又はこれら

からの帰宅を目的とするハイヤーの利用と認定できたものについても、同様に経費の私的

流用と認定した。 
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(2) 社内手続上の不備が認められる経費使用について 

下表のとおり社内手続上の不備が認められる経費使用が認められた。 

 当社 サムシング 

事前稟議申請の欠如、参加者等

の不十分な記載、又はその双方

に該当する経費処理 

341 件 25,770,202 円 584 件 32,472,609 円 

 

6 小白川氏に関する検証結果 

(1) 経費の私的流用について 

前記 4 の手続の結果、経費の私的流用は検出されなかった。 

小白川氏については、前記 1(3)アのとおり事前稟議申請を欠く事例が認められ、また、経

費使用額についても前記 1(1)イのとおり相当額に上っている。 

しかし、同氏は、会食等の参加者については同氏が基本的に自ら詳細に記載しており、各

支出の使途についても概ね明らかである。使途が判然としないものについてはヒアリング

において同氏から合理的な説明を受けており、その内容を覆す客観的事情は見当たらない。

さらに、デジタル・フォレンジック調査においても、支払依頼書等の記載が虚偽であること

を示す特段の資料は見当たらなかった。 

以上によれば、小白川氏の経費使用については、後記(2)のとおり事前稟議の欠如という

社内手続上の不備は認められるものの、現時点において私的流用であることを積極的に認

定するに足りる証拠は認められない。 

 

(2) 社内手続上の不備が認められる経費使用について 

下表のとおり社内手続上の不備が認められる経費使用が認められた。 

 当社 サムシング 

事前稟議申請の欠如、参加者等の不

十分な記載、又はその双方に該当す

る経費処理 

－件 －円 1,464 件 68,554,896 円 

 

7 その他検討事項 

(1) プロ野球の試合におけるシーズンシート利用 

サムシングでは、千葉ロッテマリーンズのシーズンシート（ボックス席及び VIP 席。以下

「本件シート」という。）を購入しているところ、前氏及びその親族が同球団のファンであ

ることから私的目的で購入したものであるとの指摘が調査の過程においてあった。 

しかし、経費として計上された支出が役員個人の私的な消費又は利益享受を目的として

なされたものと認められる場合に私的流用に該当するところ、ボックス席については、サム

シングの接待交際又は福利厚生の一環として購入されたものとされており、2024 年及び

2025 年の年間チケット割当表によれば、各支店における取引先との利用及び従業員による
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親族との観戦利用の履歴が認められる。VIP 席についても同様の目的であり、同割当表によ

れば、前氏のほか、他の役員、取引先及び支店長による利用が確認された。そして、これら

の利用状況において前氏の利用が他者と比較して極端に多いという事情も見当たらない。 

以上のとおり、本件シートの購入及び利用の実態は接待交際又は福利厚生としての側面

があることは否定しがたく、私的流用とは認められない。 

 

(2) 社用車の私的利用 

サムシングにおいては、社用車を必要とする役職員に対しては、サムシングがリース契約

した社用車が割り当てられており、前氏にはレクサス RX、小白川氏にはレクサス ES がそ

れぞれ割り当てられている。 

本件事案①の対象は交際費等の経費の私的利用であるが、交際費等の経費の私的流用の

疑いがある場合は、社用車の私的利用も伴う可能性があることから、当委員会は、前氏及び

小白川氏について社用車の私的利用の事実の有無についても調査した。 

社用車の利用について、サムシングは、同社車両管理規程 19 条に基づき、運転者名・行

先・運転の開始と終了の日時・走行距離、その他運転状況を把握するために必要な事項を記

録する運転日報を備え付け、運転者に運転の都度運転日報に記載させている。また、行先に

ついては、運転日報には記載欄がないものの、大半の社用車に出発地及び行先を記録するシ

ステム（テレマティクス）が搭載されており、これによって記録されている。 

この点、前氏及び小白川氏の社用車にはテレマティクスが未搭載であったため、前氏及び

小白川氏について、行先等に着目した疑義のある利用履歴の検出や、私的流用と認定された

交際費使用との対応関係の確認のような、客観的な資料に基づく調査を行うことはできな

かった。 

もっとも、前氏は、当委員会のヒアリングにおいて、休日にプライベートな買い物やゴル

フのために社用車を使うことはよくあったことを明らかにしている。小白川氏も、当委員会

のヒアリングにおいて、月に 1 回程度近隣のスーパーマーケット等に行くために私的に利

用することがあったことを明らかにしている。こうした私的利用は、上記各供述の限りで認

定できる。 

なお、前氏は、当委員会に対して、役職員の給与が低かったサムシング創業期以来の自身

の考え方として、社用車があるのであればわざわざ自家用車を購入するのではなくむしろ

社用車を積極的に使うことが望ましく、社用車は役職員に対する福利厚生のようなものだ

と考えており、実際、社用車を割り当てられている役職員の中には、プライベートでの利用

をしている者が少なくない旨説明している。 

しかし、社用車の割当て及び私的利用は、サムシングの制度及び規程上、正式な福利厚生

としては位置づけられてはいない。むしろ、サムシングは、社用車は業務に使用するための

ものであることを前提に車両管理規程を定め、同規程第 44 条において許可なく私用運転に

供することを禁止しており、日常的な私的利用は想定されていない。また、日常的に私的利
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用が行われるとなれば、事故が生じた場合の対応や責任の所在が不明確になるうえ、社用車

を使用しない職務に従事する役職員との不平等も生じうる。 

そもそも、サムシングは多数の株主の出資を受けている上場企業である当社のグループ

の中核的子会社であり、会社資産である社用車を日常的に事業と無関係なプライベートに

使用することは、公私混同というほかない。 

以上のことからすれば、社用車の利用についての前氏の説明によっても、前氏及び小白川

氏の社用車の私的利用を正当化するものとはいえない。 

 

(3) ハイヤーの利用 

当社は、ハイヤーサービス提供会社と契約しているところ、前氏は、大半の営業日に通勤

や業務のためにハイヤーを利用しており、毎月の利用料は 40 万円程度から 80 万円程度と

なっている。前記(2)のとおり、前氏には社用車も割り当てられている関係から検討を加え

る。 

この点、前氏は、当委員会に対して、ハイヤーと社用車のそれぞれの使途について、上場

企業の社長として不祥事を起こしてはいけないという考えのもと、朝晩の通勤や業務上の

移動の際は基本的にハイヤーを利用しており、ハイヤーサービスの通常のルート外にある

支店や工事現場に移動する際には主に社用車を使用する、というように使い分けている旨

説明しており、その説明は直ちに不合理であるとはいえず、ハイヤーの利用自体の業務関連

性は否定しがたい。 

なお、前記 5 のとおり、前氏は交際費等の私的流用を行っていたことが認められるとこ

ろ、その私的な会食、ゴルフ、旅行等のうち、ハイヤーの利用記録の日時・場所と符合する

ものについては、そのハイヤーの利用も会社経費の私的流用と認められる。 

 

(4) 前氏保有の Suica における物販利用 

前氏は、業務における電車移動用として、コーポレートカードを使用して Suica の残高を

チャージしていたところ、実際には電車移動以外にも、頻繁にコンビニ等での物販の決済手

段として Suica を利用していたことが確認された。 

前氏の Suica の残高チャージについては、2022 年 2 月から 2023 年 12 月まではサムシン

グの経費として処理され、2024 年 1 月以降は当社の経費として処理されていたところ、サ

ムシングでは Suica の物販利用の金額を把握することなく、チャージ金額全てを旅費交通費

として処理していた。そのため、2022 年 2 月から 2023 年 12 月までにサムシングで旅費交

通費として処理された約 195 万円の中に業務と関連しない個人の物販利用が相当程度含ま

れていることが推測され、前氏自身も当委員会のヒアリングにおいて、Suica での私的な物

販利用自体は認めている。 

もっとも、2024 年 1 月以降の当社においては、Suica の利用履歴を当社経理部が確認し、

物販利用については、個人の利用であるとして、前氏の役員報酬の支払額と相殺しており、
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当該期間における物販利用は結果的に私的流用とは認めがたい。また、2024 年 1 月より前

の期間においては、上記相殺処理はなされておらず、物販利用による私的流用はあったもの

と認められるが、利用履歴に関する資料の保管がないことから正確な物販利用の金額の算

定には至らなかった。 

 

8 件外調査 

当委員会は本件事案①と共通の「構成単位」「手口」「関与者」等の観点から件外調査を立

案・実施中であり、その調査結果は最終報告書にて報告する。 
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第 4 本件事案②について 

1 本件調査 

前記第 1 の 1 のとおり、本件内部告発において、前氏の親族であり内部監査室に所属す

る従業員である Ya 氏に対して、不相当に高額な給与が支払われており、その一部が当社の

代表取締役に還流されているのではないかという疑惑が指摘されていた。 

そこで、当委員会は、Ya 氏の給与の額及び決定プロセスの適否並びに前氏への還流の事

実の有無について、調査を行った。 

 

(1) Ya 氏の給与の決定について 

ア 調査により確認された事実関係 

(ｱ) 当社における採用、給与等に関する一般的な制度やルール 

本件事案②の調査対象期間（2021 年 8 月から 2025 年 6 月まで）を通じて、当社における

職務権限表上、従業員の新規採用については、社長に最終決定権限があり、取締役会の承認

事項・報告事項のいずれにも該当しないものとされていた。 

他方、従業員の執行役員・本部長・部室長以上への昇格については、取締役会の承認事項

とされている。ただし、これらの者の給与の決定（昇給・降給を含む。）については、一般

従業員の給与の決定と同様、社長に最終決定権限があり、取締役会の承認事項及び報告事項

のいずれにも該当しない。 

当社における人事評価及び給与決定の実務は、2023 年 4 月以降に変化した。2023 年 4 月

以前は、人事評価制度や給与テーブルは存在せず、従業員の給与は、上記の職務権限表上の

最終決定権者である社長（当時は前氏）が単独で決定していた。これに対し、2023 年４月

以降は、上記の職務権限表のもとで、当時の HR コミュニケーション部長が中心となって、

各従業員が目標を設定しその達成度に応じた評価を給与に反映する人事評価制度や、役職

に応じた給与テーブルも策定された。 

ただし、最終決定権者が社長であるという点は従前と変わっていない。上記給与テーブル

は、策定当時（2023 年 4 月）に在籍していた従業員の実際の給与水準を事後的に類型化し

て整理したものにすぎず、客観的な基準に基づき策定されたものではない。導入後、本報告

書提出時点に至るまで、当該給与テーブルは、新規採用や昇級時の参考指標として HR コミ

ュニケーション部長や社長が使用しているにとどまっており、社内に広く周知されている

ものでも、厳格なルールとして役職員の給与に当てはめて運用されているものでもない。 

 

(ｲ) Ya 氏の当社への入社、昇格、昇給等の経緯 

前記第 2 の 2 のとおり、2021 年 6 月に恩田氏が当社の経営から退き前氏の単独代表とな

った後、前氏は、内部監査室を強化する目的で、自身の親族である Ya 氏に対し、当社への

入社を打診した。Ya 氏は、公認会計士であり、B 監査法人に社員（過去に代表社員を務め

た経験がある。）として勤務していたが、同監査法人からの転職を検討していたことから、
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前氏の打診に応じ、2021 年 8 月 4 日に内部監査室室員として当社に入社した。 

Ya 氏の入社時の労働条件について、雇用契約書上、業務は内部統制対応及び内部監査対

応とされ、就業場所は自宅及び当社が指示した勤務地とされていた。実際にも、Ya 氏は、

関西にある自宅からリモートワークで業務に従事することが多かった。 

また、勤務日数については、雇用契約上、週 4 日勤務で週の所定労働時間は 32 時間とさ

れていたが、実際には業務量が多かったため、ほとんどの週において 5 日勤務し、合計 32

時間以上労働していた。入社当初の給与は、上記給与テーブルにおけるシニアマネージャー

の給与相当の金額であった。これは当時の管理本部長であった Yg 氏が Ya 氏に対して提示

した金額を、Ya 氏がそのまま承諾したものである。 

Ya 氏が入社した後の 2022 年 3 月頃、当時当社の会計監査人であった監査法人ナカチから

辞任の意向を示されていたところ、Ya 氏は、当社の窓口として監査法人ナカチとの間で慰

留交渉を行い、その結果、監査法人ナカチは、当社の会計監査人として 1 年間留任すること

となった。 

Ya 氏の入社翌年である 2022 年 7 月頃、Ya 氏は、前氏に対して、自身の給与の引き上げ

を求めた。引き上げを求めた理由としては、雇用契約上は週 4 日勤務とされていたものの、

実際には業務量が多く週 5 日相当の勤務となっており当初の想定より労働時間が長いこと、

当時会計監査人の辞任の意向を示していた監査法人ナカチの慰留に成功したこと、さらに

経営幹部候補の給与が Ya 氏の給与より相当高額（Ya 氏の入社当初の給与の約 2 倍前後）で

あったことなどが挙げられていた。前氏は、Ya 氏からの申入れを了承し、検討の結果、2022

年 7 月以降の給与を入社当初の金額の約 2.3 倍に相当する額に昇給することを決定した。な

お、この金額は、当時の当社の執行役員の給与レンジの範囲内に収まるものであった。また、

上記のとおり、当社の人事評価制度及び給与テーブルが導入されたのは 2023 年 4 月であり、

本昇給の決定時点においては、給与テーブルは存在していなかった。 

その後、当時の内部監査室長が退職することとなったが、他に後任室長の引き受け手がい

なかったことから、公認会計士資格を有し、上記監査法人ナカチの慰留交渉について実績の

ある Ya 氏が、2023 年 4 月 1 日付けで内部監査室長に昇格することとなった。内部監査室長

への昇格は、上記のとおり職務権限表上の取締役会の承認事項に当たるため、取締役会にお

いて Ya 氏の経歴が明らかにされた上で承認決議がなされた。もっとも、同取締役会におい

ては、Ya 氏が前氏の親族であることや給与額については特段明らかにされていなかった。 

Ya 氏が内部監査室長に就任してから約 1 年が経過した頃、Ya 氏は、当時内部監査室所属

であった Yh 氏が精力的に業務を行っていたことを踏まえ、週 4 日勤務かつリモートワーク

が中心であった自身よりも、常勤かつオフィスへの出社が基本となっていた Yh 氏の方が内

部監査室長に適していると考え、前氏に Yh 氏を内部監査室長に推薦した。前氏はこれを了

承し、2024 年 4 月 1 日付けで、Yh 氏が内部監査室長に昇格するとともに、Ya 氏は内部監

査室の室長からシニアマネージャーに降格となった。 

上記の人事異動に伴い、Xf 氏は、前氏に対して、Ya 氏の給与の取扱いについて判断を仰
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いだ。Ya 氏の給与は、上記 2022 年 7 月 1 日の昇給の後、定期昇給により年収にして約 50

万円の増額となっていたところ、前氏は、Xf 氏に対して、Ya 氏の給与を据え置くよう指示

し、Ya 氏の給与は据え置かれた。 

その後、Ya 氏は、2025 年 6 月 30 日付けで、当社を退職した。 

 

イ Ya 氏の給与決定における善管注意義務違反の有無  

Ya 氏の給与の決定について、前氏に代表取締役としての善管注意義務違反があったか否

かを検討する。 

一般に、代表取締役は、会社の業務執行を担う者として、従業員の採用・給与決定につい

て広い裁量を有する。従業員の給与を具体的にどの程度の水準で決定するかは、当該従業員

の業務内容・能力・実績、人材市場における給与水準、会社の経営状況、他の従業員とのバ

ランスといった多様な要素を踏まえた経営判断の問題であり、代表取締役の専門的・技術的

な判断に委ねられる。したがって、給与決定の判断過程及び判断内容に明らかに不合理な点

がない限り、代表取締役は善管注意義務違反の責任を負うものではないと解される。 

以上の判断枠組みに照らし、本件事案②における前氏による Ya 氏の給与決定について、

(i)その判断過程に明らかに不合理な点がないか、(ii)その判断内容に明らかに不合理な点が

ないか、を検討する。なお、判断過程の評価にあたっては、当社の社内規程及び職務権限表

上の手続が遵守されたかが重要な要素となる。 

 

(ｱ) 判断過程の合理性 
社内手続の遵守について検討すると、前記ア(ｲ)のとおり、前氏は、Ya 氏の給与について

取締役会の承認を経ず自身で決定していたが、当社においては室長への昇格については取

締役会の承認事項とされる一方、その給与の決定については取締役会の承認事項とされて

いない。したがって、前氏が Ya 氏の給与を取締役会の承認を経ずに決定したことは、社内

手続に反するものではない。 

また、Ya 氏の給与は、上記ア(ｱ)記載の給与テーブル上の室長のレンジを超えるものであ

るが、2022 年 7 月 1 日に昇給させた時点では給与テーブルは定められておらず、社内規程

に反するものではない。2024 年 4 月 1 日に Ya 氏が室長からシニアマネージャーに降格にな

った際に給与を据え置いた点についても、給与テーブルはあくまで参考指標にすぎず、これ

を超える給与を決定したとしても、社内規程に反するものではない。 

また、Ya 氏の給与の引上げの判断をした際の考慮事項についてみると、前記ア(ｲ)のとお

り、雇用契約上週 4 日勤務であったにもかかわらず実際には週 5 日勤務していたこと、経

営幹部候補の給与が Ya 氏より相当高額であったこと、また、監査法人ナカチに対する慰留

交渉に成功したことを理由として、Ya 氏の申入れに応じて行われたものである。 

このように、従業員からの申入れに応じて、業務実態、他の役職員の給与との比較及び従

業員の実績を考慮して昇給させることは、昇給の判断過程として明らかに不合理なものと
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はいえない。 

 

(ｲ) 判断内容の合理性 

Ya 氏の給与は、前記ア(ｱ)のとおり、入社当初から、2022 年 7 月に約 2.3 倍に昇給してお

り、他の従業員との関係でも入社時の給与との関係でも、相対的にかなり高額であったこと

は確かである13。 

Ya 氏の給与の決定の理由については、実際、Ya 氏の勤怠記録からは概ね週 5 日業務を行

っていたことが認められ、また、ヒアリング、デジタル・フォレンジック等から、Ya 氏は

入社後から 2023 年頃にかけて、多数の監査法人に会計監査人への就任依頼、条件交渉を行

っていたことが認められる。当社においては、近年、会計監査人の交代が頻繁に行われてお

り、監査法人の選定、監査法人との交渉は当社にとって重要な業務であったところ、こうし

た業務への適性及び実績を評価して、ある程度高額な給与を支払うことが明らかに不合理

とはいいがたい。 

また、2024 年 4 月に Ya 氏が内部監査室長からシニアマネージャーに降格となった際に給

与を減額しなかったことについても、給与という重要な労働条件の不利益変更は、労働者の

同意がない限り原則として行うことができないこと、給与テーブルは前記(ｱ)のとおり、給

与決定の参考資料にすぎなかったことを踏まえれば、明らかに不合理とはいいがたい。 

以上より、Ya 氏の給与の決定について、社内手続上の問題はなく、また、給与決定に至

る判断過程及びその判断内容に明らかに不合理な点があるとは認められない。 

 

(ｳ) 小括 

したがって、Ya 氏の給与の決定について、前氏に善管注意義務違反があったとはいえな

い。 

 

(2) 還流の事実の有無について 

当委員会は、本件内部告発で指摘された前氏への還流の疑いの有無について調査を行っ

たところ、以下のとおり、還流の事実は認められなかった。 

まず、当委員会のヒアリングにおいて、前氏及び Ya 氏はいずれも、Ya 氏の給与の一部が

Ya 氏から前氏に対して支払われた事実はない旨述べており、デジタル・フォレンジック調

査（2021 年 8 月から 2025 年 6 月の間の前氏及び Ya 氏間のサーバーメール及び Teams チャ

ットによるやり取りの内容を確認した。）の結果からも、銀行振込、現金授受、物品授受そ

の他の方法による還流の事実をうかがわせる事情は認められなかった14。 

 
13 なお、ヒアリング及び資料から、Ya 氏は東京に所在する本社にほとんど出社していなかったことがう

かがわれるが、雇用契約上自宅も勤務場所に含まれているため、かかる事実をもって、Ya 氏が業務を行

っていないとか、勤務態度が不良であったとは認められない。 
14 もっとも、当委員会は、Ya 氏に対し、給与振込先口座の預金通帳の開示を要請したが、Ya 氏はこれに
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また、Ya 氏の給与決定経緯について、上記(1)アで認定したとおり、Ya 氏に対する 2022

年 7 月の昇給は、Ya 氏の業務量、業務での貢献度、当社の経営幹部候補の給与水準等を踏

まえ、Ya 氏自身からの申入れに応じて行われたものであることが認められる。これらの事

情からすれば、前氏が Ya 氏に対して、高額の給与の支給にあたり、自身への資金還流の意

図があったとも認めがたい。 

以上の調査結果を踏まえると、現時点までに当委員会が把握した資料からは、本件内部告

発において指摘された前氏への還流の事実については、認められない。 

 

(3) コーポレートガバナンス上の問題点 

もっとも、上記(1)で検討した善管注意義務違反の有無とは別に、コーポレートガバナン

スの観点からは、以下のとおり、前氏が Ya 氏の昇格・昇給に関する決定プロセスにおいて、

適切な透明性を確保していたかについては、検討の余地がある。 

この点、コーポレートガバナンスコードの原則 1-7（関連当事者間の取引）においては、

「上場会社がその役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を行う場合には、そう

した取引が会社や株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起する

ことのないよう、取締役会は、あらかじめ、取引の重要性やその性質に応じた適切な手続を

定めてその枠組みを開示するとともに、その手続を踏まえた監視（取引の承認を含む）を行

うべきである。」と定めている。これは、関連当事者間の取引が会社又は株主共同の利益を

害し、又はそのような疑念を惹起することがないよう、決定プロセスの透明性を確保するこ

とを求める趣旨である。 

Ya 氏自身は当社の従業員であり、当社の役員ではない。また、本件事案②で問題となる

のは、当社と Ya 氏との間の労働契約及び給与支給であって、原則 1-7 が直接の対象とする

役員等との取引そのものではない。 

しかし、本件事案②は、当社の代表取締役である前氏の親族であって、当社の重要な業務

（内部監査）を担う役職にある従業員に対し、執行役員クラスの高額の給与を支給する事案

である。このような事案では、決定プロセスの透明性が確保されない場合、会社又は株主共

同の利益を害し、又はそのような疑念を惹起するおそれがあるという点で、原則 1-7 が想定

する関連当事者間の取引と類似の問題状況を生じさせる。したがって、原則 1-7 が示す決定

プロセスの透明性確保の趣旨は、本件事案②の評価においても参考となり得るものである。 

本件事案②においては、実際に、本件内部告発において、Ya 氏に対する高額な給与の一

部が前氏に還流しているとの疑念を指摘されている。また、当委員会のヒアリングにおいて

も、内部監査室長という当社の業務を内部から監督する重要な役職に代表取締役の親族を

配することそれ自体を問題視する取締役もいた。結果的には還流の事実は認められず、また、

 
応じなかった。このため、当委員会は、Ya 氏の口座における給与振込後の資金の流れを直接確認するこ

とができなかった。この点については、調査上の制約として留意する必要がある。 
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内部監査室長に社長の親族を就任させることが問題であると断定できるわけではないもの

の、上記原則の趣旨に照らせば、少なくとも議論の俎上に載せること自体はあってしかるべ

きであり、前氏としては、例えば Ya 氏の内部監査室長昇格について取締役会に諮る際に自

身の親族であること及び給与の額についても開示しておくなど、一定の透明性を図る手続

を履践することが望ましかったものといえる。 

 

(4) 小括 

以上より、前氏が還流を受けるために Ya 氏の給与を不当に高額に設定したとは認められ

ない。 

 

2 件外調査 

本件事案②は、当社役員が親族を採用し、高額の給与を支払うというものであり、類型的

にみて、同種事案が多数発生する性質のものではない。 

そこで、件外調査としては、本件事案②の当事者である前氏及び本件内部告発において前

氏とともに問題行動を指摘されていた小白川氏の近親者について、当社グループにおいて

在籍しているか否か、当社の把握する限りで特定し、在籍している場合は、当委員会におい

てその者に不相当に高額な給与が支払われていないかを確認することとした。 

その結果、小白川氏の上記範囲での親族については、当社グループの在籍は確認されなか

った。前氏については、同人の親族（Ya 氏とは別の者）がサムシングに在籍していること

が確認されたため、当該従業員の給与及びサムシングの給与テーブルを確認したが、特段不

相当な給与が支払われていた事実は認められなかった。 
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第 5 本件事案③について 

監査役会による初動調査の過程で、前氏が、従前より当社から借り入れていた 3 億円を

2025 年 3 月 28 日に当社に一括返済したこと、そして当該返済の原資が、2024 年 12 月に当

社が買収したユーシンの代表取締役であった Zb 氏（現在は同社の代表取締役会長）からの

3 億円の借入れであることが判明した。 

前氏の返済とユーシンの買収の時期が近接していたことから、前記第 1 の 1 のとおり、

当社がユーシンに支払った買収資金（20 億円）のうち 3 億円が、Zb 氏を経由して前氏個人

に還流したのではないか、すなわち、前氏が、ユーシン買収の意思決定を利用して当社の資

金を不当に取得したのではないか（会社法上の特別背任又は業務上横領等に該当する可能

性）との疑義が生じていた。 

もっとも、ユーシンの買収を仲介した M&A 仲介会社への照会等の結果、①買収以前は前

氏と Zb 氏の間に接点はなく、ユーシンの買収は、ユーシンの方から M&A 仲介会社を通じ

て当社に提案したものであったこと、②ユーシンの買収は、当社の他にも買い手希望者がい

た中で行われたものであり、当社としても買収の事業上の必要性があったことから、ユーシ

ンが提示していた希望譲渡価額（すなわち最終的な買収価額 20 億円）をそのまま受け入れ

たものであったこと、③前氏は、2025 年 3 月期末が近付く中で 3 億円もの役員貸付がある

状態で株主総会を迎えることは好ましくないとの問題意識から借入れを検討し、2024 年 12

月に当社にユーシン株式を譲渡したばかりで資金を有すると考えられた Zb 氏に借入れを依

頼したという経緯であったことが確認された。 

以上の買収及び借入れの経緯に照らせば、当社がユーシンに支払った買収資金が前氏個

人に還流した事実は認められず、本件事案③については、前氏による当社に対する特別背任

又は業務上横領等の不正行為は認められない。 

なお、本件事案③は、上記のとおり特段問題のある事案とは認められないことから、件外

調査は実施していない。 
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第 6 本件事案に対する当社の対応及び内部管理体制等について 

1 当社の対応の経緯 

(1) 内部告発の受領及び監査役会による対応  

ア 内部告発書面の受領 

前記第 1 の 1(1)のとおり、当社の常勤監査役らは、2025 年 3 月下旬から同年 4 月上旬に

かけて、本件事案①及び②に関する指摘を含む匿名の書面（計 3 通。以下「内部告発書面」

という。）を郵送により受領した。 

 

イ 監査役会による調査の実施 

それを受けて当社監査役会は、常勤監査役である西山氏の主導の下、2025 年 4 月 2 日頃

から同月 24 日までの期間にわたり、内部告発書面に記載されていた本件事案①及び②につ

いて、調査を実施した。また、当社監査役会は、前記第 5 の 1 記載のとおり、同時期に判明

した本件取引が当社のユーシン買収資金を原資とする迂回融資に該当するか否か（本件事

案③）についても、併せて調査対象とした。 

各事案に対する監査役会の調査の概要は、以下のとおりである。 

本件事案①については、2024 年 4 月から同年 12 月までの前氏の交際費を対象として、当

社の X-point の記録、ハイヤーの運行記録及びゴルフ場から提出を受けた精算書等の資料の

確認並びに前氏及び当時の財務法務部長 Xg 氏に対する聴取を実施した。 

本件事案②については、Ya 氏の給与の変遷に関する資料の確認、並びに前氏及び Xg 氏

に対する聴取を行い、Ya 氏の勤務や給与の実態及び前氏への還流の有無につき調査を行っ

た。なお、Xg 氏からは、主に前氏の預金通帳を確認した結果についても聴取している。 

また、本件事案③については、当社取締役会議事録や前氏の預金通帳の写しの確認、並び

に前氏及び Xh 氏に対する聴取を行い、前氏がユーシンから借入れを行った経緯等につき調

査を行った。 

 

ウ 監査役会報告書の作成及び内容 

監査役会は、2025 年 4 月 24 日付で、上記調査の結果をまとめた「内部通報に関する調査

報告書 No.1〜No.3」（以下「監査役会報告書」という。）を作成した。監査役会報告書におけ

る各事案の認定内容は、以下のとおりである。 

本件事案①については、前氏につき私的流用が疑われる経費（2024 年 11 月 4 日に親族ら

4 名とともにゴルフをプレーし、ゴルフ場にて飲食し、ゴルフ場までの往復の移動手段とし

てハイヤーを利用した費用。プレー料金及び飲食代につき合計 11 万 1754 円、ハイヤー代に

つき 8 万 8682 円）があると認定し、前氏の当該行為は善管注意義務及び忠実義務違反等に

該当する可能性があるとして、同額の速やかな返還や過去の経費処理の再調査等の対応が

必要である旨を指摘した。 

また、本件事案②については、Ya 氏が監査室長の退任後も同額の年俸が支払われている
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こと、東京本社への出社は月に 3～5 日程度にとどまり、2025 年に入ってからは 1 度しか出

社記録が確認できないこと、前氏への還流が確認できるような資金の移動は認められなか

ったこと等を認定した上で、特別調査委員会を設置して還流の事実の有無を調査する等の

対応が必要である旨を指摘した。 

本件事案③については、前氏が当時ユーシンの代表取締役であった Zb 氏から 3 億円の融

資を受け、当社への借入金を返済した事実等を認定した上で、本件取引が利益相反の可能性

が高く取締役会に諮られていないこと、当社の買収資金が迂回的に前氏個人の資金に転用

された可能性があり迂回融資と見られること等に問題があるとして、事実関係の徹底的な

調査等の対応が必要である旨を指摘した。 

 

エ 監査役会報告書を踏まえた対応 

2025 年 4 月 25 日、監査役会報告書を踏まえて今後の方針を議論する場として、当社取締

役及び監査役全員が参加する報告会が開催された。同報告会には、利害関係のある前氏及び

東氏は参加していない。 

報告会において、監査役会から出席した取締役に対し、前氏につき、代表取締役としての

代表権の即時返上、当該事案に対する経営責任を明確化するための取締役としての辞任の

検討及び特別調査委員会の設置による徹底的な調査が要請された。 

それを受けて塚本勲社外取締役は、サムシングの交際費が私的流用されている点は問題

であり、公私混同のない公明正大な経営が前氏に期待できない以上、前氏が当社及びサムシ

ングの代表取締役を継続することには反対であるとの意見を述べた。坂口岳洋取締役（以下

「坂口氏」という。）からは、前氏がサムシングの取締役を辞任するかどうかについては、

詳細な調査の結果を待ってから判断としたい旨の意見が述べられたが、かねてより一部の

株主や取締役から当期の業績不振についての前氏の責任について問題視されてきたことも

あり、前氏が当社の代表取締役を辞任すべきという方針に対しては、坂口氏を含め、反対意

見を表明する取締役はいなかった。 

その後前氏を議場に招き、同氏に対し代表取締役を辞任するよう求めたところ、最終的に

前氏は自身の処遇は他の取締役に委ねると発言し、これを受け入れた。また、本件事案につ

いては、詳細な事実関係を確認するため、中立的な弁護士等を主体とした調査を実施する方

針となった。 

その後前氏は、同月 30 日、当社に対し、これまでの経営不振の責任を取るという形で、

代表取締役の辞任届を提出した。 

 

(2) 内部調査委員会による調査  

調査を委任する弁護士について、前氏から C 法律事務所の Zd 弁護士を推薦する旨の申出

があったが、取締役会としては、調査の独立性・第三者性を確保するため、当社や前氏と利

害関係のない弁護士を選任すべきとして申し出を断り、常勤監査役である西山氏に弁護士
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の選定を依頼した。西山氏は、当社や前氏と利害関係のない複数の弁護士と面談し、費用等

を考慮した結果、当時当社とは利害関係のなかった Za 弁護士を選定した。 

そこで、当社は、同年 5 月 9 日、Za 弁護士との間で委任契約書を締結し、特別調査委員

会（調査開始直後の同月 12 日頃に名称が「内部調査委員会」に変更されている。）の設置及

び本件事案①から本件事案③までを対象とした調査を委任した。 

Za 弁護士との間で当社側の窓口を務めていた西山氏は、Za 弁護士に調査を委任する際、

同調査に係る調査報告書を、同月 27 日に開催される当社の定時取締役会に間に合うように

提出してほしい旨伝えていた。西山氏は、当時、当社の取締役らが前氏を当社の取締役とし

て継続させるべきではないとの意見で一致しているとの認識を有しており、同取締役会（同

取締役会では、取締役を選任する定時株主総会の招集を決議する予定であった。）における

判断の材料となる調査結果を揃える必要があると考えていたためであった。 

Za 弁護士は、同年 5 月 9 日以降、前氏、東氏及び小白川氏に関する過去 3 年分の交際費

の領収書や稟議書等の資料の提供を当社から受け、このうち過去 1 年分を確認対象とした

上で、前氏ら関係者に対する事情聴取等の調査を行った。Za 弁護士は西山氏の上記要望に

従い、同月 21 日までの調査の結果を、日付の記入がない調査報告書ドラフト版の形でまと

め、同月 22 日に当社に提出した。 

調査報告書ドラフト版においては、以下の事実等が認定されており、前氏、東氏及び小白

川氏について、役員としての適性について大きな疑問が生じる（小白川氏については「生じ

うる」）と指摘している。 

・前氏による 2024 年 11 月 4 日のゴルフに係る交際費につき、同伴者は親族のみであり

適正な交際費とはいえないこと等 

・前氏の親族でもある当社株主との飲食代金につき、会社法 120 条が禁止する「株主等の

権利の行使に関する利益供与」に該当する可能性があり、上場企業代表としての規範認

識に欠けることが著しいこと等 

・前氏につき、その他会社経費と私的費用との峻別の意識が欠如した行為がみられること 

・前氏の親族である Ya 氏の給与につき、その決定プロセスの不透明さが問題であり、勤

務の実態に鑑みると、昇給のスピード・度合いが異常であること等 

・前氏が当社に対する借入れの返済のために、ユーシンの代表取締役から融資を受けたこ

とにつき、直ちに不適法との判断をすることには躊躇を覚えるものの、ガバナンス上の

問題がゼロとは言い切れないこと 

・東氏につき、D 会計事務所との間のフィナンシャル・アドバイザリー契約や E 社との

諸契約に関し、社内ルール上必要な取締役会を経ていないこと 

・東氏につき、前氏による経費の私的流用につき是正を促さなかったこと 

・小白川氏につき、前氏による経費の私的流用に関し、調査したり前氏を戒めるといった

行動を起こさなかったこと等 

当社は、調査報告書ドラフト版の内容を踏まえ、2025 年 5 月 27 日、定時取締役会におい



 

 39 / 55 

 

て、前氏及び東氏を当社の取締役として再任しないことを決定した。両名は同年 6 月 24 日

開催の定時株主総会の終結時をもって、任期満了により当社取締役を退任した。また、これ

に前後して、前氏、小白川氏及び東氏はサムシングの役職を辞任し、その他の子会社の各役

職を退任した。なお、前氏及び小白川氏のサムシングの役職の辞任に関しては、当委員会の

ヒアリングにおいて両氏から当該辞任手続について疑義を示す発言がなされているが、事

実関係の確認が完了しておらず、当委員会としては、引き続き調査を行う予定である。 

調査報告書ドラフト版の提出以降、Za 弁護士による調査につき、不正経費の疑いのある

ホテルや飲食店に利用者の情報の照会がなされている他に、具体的な進展は認められなか

った。 

2025 年 8 月 1 日、当社は、顧問弁護士であった F 法律事務所の Ze 弁護士は前氏との関係

性を通じて顧問弁護士に就任した経緯があることから、当社の顧問弁護士を Za 弁護士に変

更した。 

また、当社は、同日より、当社グループの定める「コンプライアンス・ホットラインルー

ル」における内部通報窓口としての業務も Za 弁護士に委任した（同契約書第 3 条第 3 項）。 

これに先立つ 2025 年 7 月 29 日の取締役会において、顧問弁護士を Za 弁護士に変更する

ことの説明とともに、内部通報窓口も Za 弁護士に変更するため、グループ内部通報規程変

更の承認が決議事項として上程され、出席者全員の賛成をもって決議された。 

2025 年 8 月上旬頃、西山氏は、前述の調査報告書ドラフト版の提出を受けた後、正式な

調査報告書の提出を受けられていなかったことから、Za 弁護士に対し、現時点の内容でも

構わないので正式な調査報告書を提出するよう依頼した。これを受けて、Za 弁護士は、同

年 8 月 12 日、同日付の調査報告書（以下「調査報告書正式版」という。）を西山氏に提出し

た。 

調査報告書正式版は、調査期間の終期が同年 5 月 21 日（暫定）から同年 8 月 12 日へと変

更されている点や、調査報告書ドラフト版では「詳細を調査中である」とされていた経費に

関する記述が削除されている点等を除いては、調査報告書ドラフト版と実質的には同じ内

容である。 

 

(3) 内部調査委員会報告書提出後の対応 

調査報告書正式版の提出以降、当社は、業績不振であり、経費支出が多額に上っていた

SOMETHING VIETNAM CO., LTD.等の海外子会社について、本件事案①と同様の経費不正

がないかを調査したが、具体的な不正は発見されなかった。当社はこの海外子会社の調査に

ついて、Za 弁護士から顧問弁護士としての助言は受けていたものの、同弁護士に対して当

該調査を正式に委任してはいなかった。 

また、調査報告書正式版の提出以降、2025 年 11 月末頃まで、Za 弁護士による本件事案関

連の調査活動についても具体的な進展はなかった。 

2025 年 11 月末、Za 弁護士は、社内関係者から、前氏が当社のエントランスの工事につ
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き、前氏の親族が関与する会社に発注していた旨の情報提供を受けたこと等をきっかけに、

本件事案関連の調査を再開した。当社は、前氏に対してこれまで判明していたが確認未了の

不明点や新たに生じた問題点につき Za 弁護士を通じて確認を行うこととし、2026 年 1 月

21 日、Za 弁護士が当社の代理人として、前氏に対し、同日付の「お尋ね」と題する書面を

送付した。同書面における前氏に対する照会事項は、以下のとおりである。 

①前氏が当社の社長在任中に、社用車に加えて高額なハイヤーを併用利用していたこと

（年間約 800 万円相当を当社経費として支弁） 

②プロ野球チーム「千葉ロッテ」の年間シートを当社費用負担で利用していたこと（年間

1000 万円以上を当社が支弁） 

③当社のエントランス部分の工事の発注先が前氏の親族が関与する会社であること（当

社が費用約 1200 万円を支弁） 

④2024 年 11 月 4 日の太平洋ゴルフクラブでのゴルフ（本件事案①の認定事項）に関する

追加的な確認（親族に関連するコンプライアンス上の問題等） 

⑤前氏の元部下である小白川氏が、競業避止義務に関する誓約書にサインしていたにも

かかわらず、前氏と共同で会社を設立し、当社子会社サムシングと同種の事業を営むこ

と 

 

その後、当社の取締役退任後も当社の株式を保有していた前氏は、2026 年 1 月 27 日付で

株主として臨時株主総会招集請求を行い、前氏及び小白川氏を含む 7 名を取締役候補者と

する取締役選任の付議議案を提案した。 

また、前氏は、Zd 弁護士を代理人に選任し、Zd 弁護士から当社に対し、上記「お尋ね」

に対する回答として、2026 年 1 月 30 日付「受任通知」を送付した。同通知の内容は、「お

尋ね」書面には、本件内部調査において、前氏が質問等を受けなかった事実関係が多数含ま

れており、また、裏付け調査が十分に実施されたか疑わしい事実関係も含まれていること、

これらの事項は本件内部調査において調査対象とされるべき事実関係であるため、前氏が

「お尋ね」書面の質問等に回答する前提として、本件内部調査の最終報告書等の共有を求め

ること、併せて、競業避止義務に関する誓約書の写しの共有を求めることなどを内容とする

ものであった。 

こうした状況を踏まえ、当社としては、内部調査委員会の調査において問題とされた本件

事案並びに本件事案に係る当社の対応及び内部管理体制等について、株主に対する透明性

の確保及び客観的な判断材料の提供の観点から、当社から独立した中立かつ公正な立場に

よる詳細な調査・検証・評価が必要であると判断し、2026 年 3 月 3 日、当委員会を設置し

た。 
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2 当社の一連の対応に見られる問題点 

(1) 内部調査範囲設定の不適切性 

Za 弁護士への調査の委任は、監査役会の調査では明らかにならなかった詳細な事実関係

の解明を目的として、独立性・第三者性の確保された調査を期待してなされたものであった。

また、内部告発書面は不正を疑う契機にすぎず、同書面で具体的に指摘された期間や範囲に

調査を限定してしまうと、同書面で指摘されていない他の不正を見落とすリスクがある。特

に本件事案①のような経費の私的流用の事案においては、内部告発で具体的に指摘された

事象は氷山の一角である蓋然性が高いことから、一定の期間や範囲を網羅的に調査するの

が一般的であり、監査役会報告書でも「過去の経費処理の再調査」の対応が必要と指摘され

ている。実際に期間や範囲を広げた当委員会の調査においては、同書面に記載のない経費の

私的流用が発見されている。 

これらの事情に鑑みると、当社が Za 弁護士へ調査を委任するに際しては、委任者である

当社において、監査役会による調査の範囲設定（2024 年 4 月から 12 月までの前氏の交際

費）をそのまま引き継ぐのではなく、上記の委任目的や一般的なリスク等に照らして、調査

範囲の拡張を改めて検討すべきであったといえる。また、範囲設定にあたっては、当社が受

任者である Za 弁護士との間で、同弁護士の専門的知見に基づく助言も踏まえつつ協議を行

うことが望ましかった。 

しかるに、当社においてはこれらのいずれも十分になされた形跡がなく、Za 弁護士の調

査対象は、結果として監査役会調査と同様、内部告発書面において摘示された範囲にとどま

ることとなった。 

 

(2) 内部調査者との適切な連携の欠如 

Za 弁護士による調査については、委任者である当社が、調査の独立性を損なわない範囲

で、調査の実効性を確保するために適切な連携を行う必要があった。そのためには、当社に

おいて、調査に係る責任者・担当者を明確にし、その者が Za 弁護士と密に協議等すること

により、調査の方針や進捗等を適切に把握すべきであった。例えば、調査の方針につき調査

に進展が見られない場合には状況を確認し、調査結果に明確な誤りがある場合はそれを指

摘して修正を指示したりすることも、当社として行うべき対応であったと考えられる。 

しかるに、特に調査報告書ドラフト版の受領以降、当社において、Za 弁護士による調査

の方針、進捗、終了時期の目途等を把握していた者がおらず、当社が Za 弁護士に対し、調

査方針に係る協議や調査の進捗確認を行った形跡も見られない。 

また、前記 1(2)及び(3)のとおり、Za 弁護士は、2025 年 5 月 22 日に調査報告書ドラフト

版を作成して以降、同弁護士による不正経費の疑いのあるホテルや飲食店に利用者の情報

の照会がなされている他は調査の具体的な進展が確認できておらず、調査報告書正式版を

提出した同年 8 月 12 日から同年 11 月末までの間についても具体的な進展が確認できてい

ない。当社においてそのことを問題視する動きはなく、調査を進めるよう Za 弁護士に働き
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かけた形跡も見られない。 

以上の事実に鑑みると、当社は、委任者として、調査の受任者である Za 弁護士との間で、

適切な連携をしていたとはいえない。 

 

(3) 内部調査の独立性・第三者性確保の不徹底 

ア 調査が継続している中で、Za 弁護士を当社の顧問弁護士としたこと 

当社は、調査の独立性・第三者性を確保する目的で、当時当社との間で利害関係のなかっ

た Za 弁護士に調査を委任した。一般に、弁護士による調査が継続している状況において、

当該弁護士を顧問弁護士にした場合、会社との間で利害関係が生じ、調査の独立性・第三者

性を保てなくなる懸念があるため、調査の目的を達するためには、当該弁護士を顧問弁護士

にすることは慎重に判断されるべきである。 

しかるに、当社は、未だ内部調査委員会による調査が継続中であるのに、2025 年 8 月 1

日より Za 弁護士を当社の顧問弁護士とした上で、その後も継続して、同弁護士に本件の調

査を実施させており、内部調査委員会の調査の独立性・第三者性を損なっている。また、同

年 7 月 29 日に開催された取締役会において、顧問弁護士を Za 弁護士に変更し、これに伴

い内部通報規程の変更（内部通報窓口の Za 弁護士への変更）の承認が決議事項として上程

されているが、出席した取締役及び監査役からは何らの異論もなく承認されている。 

 

イ 顧問弁護士である Za 弁護士を内部通報窓口としたこと 

一般に、顧問弁護士を内部通報窓口とする場合は、内部通報を躊躇する者が存在し、その

ことが不正の早期把握を妨げるリスクがあることに留意が必要である（消費者庁「内部公益

通報対応体制の整備その他の必要な措置に関する Q&A」Q11）。 

当社においては、2025 年 8 月時点で既に代表取締役である前氏による経費の私的流用の

事実が発覚していたこと、及び、過去の不適正な会計処理に関する特別調査委員会の調査報

告書（2023 年 8 月 31 日付）の中で、内部通報窓口が有効に機能していなかったことが発生

原因の一つとして挙げられ（同調査報告書第 9 章第 2 の 2）、再発防止策として内部通報制

度の改善等が提言されていること（同調査報告書第 10 章第 2 の 3）に鑑みると、上記リス

クに照らして慎重に判断されるべきであった。 

しかるに、当社は、2025 年 8 月 1 日より顧問弁護士となった Za 弁護士に対し、同日より

内部通報窓口としての業務を委任しており、上記のリスクにつき検討した形跡も見られな

い。また、前記アのとおり、同年 7 月 29 日に開催された取締役会において、内部通報規程

の変更（内部通報窓口の Za 弁護士への変更）の承認が決議事項として上程されているが、

出席した取締役及び監査役からは上記のリスクに関して何らの異論もなく承認されている。 

 

(4) 内部調査の結果に関する開示の検討が不十分であること 

一般に、代表取締役による経費の私的流用は、東京証券取引所の有価証券上場規程等に基
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づく適時開示が必要な事実（「当該上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等

に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」（第 402 条第 2

号 x））に該当する可能性があり、「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」において

も「不祥事に関する情報開示は、その必要に即し、把握の段階から再発防止策実施の段階に

至るまで迅速かつ的確に行う。この際、経緯や事案の内容、会社の見解等を丁寧に説明する

など、透明性の確保に努める」ものとされている。 

そのため、私的流用の事実を認識した時点で、上記事実への該当性や実施すべき対応につ

いての検討を速やかに行うべきであり、仮に適時開示が必要とされる事象でなくとも、会社

に対する投資判断に一定の影響を与える可能性に配慮し、任意での開示・公表を行うことも

考え得るのであり、その観点からの検討もあわせて行うべきであった。 

しかるに、当社においては、Za 弁護士の内部調査委員会による調査報告書により、前氏

らが経費の私的流用を行った事実を認識したにもかかわらず、開示・公表の要否について上

記の観点から十分な検討を行った形跡は見られない。具体的には、当委員会のヒアリングに

おいて、西山氏は監査法人にも報告したが私的流用の金額が小さい等の理由から過年度の

決算修正までは必要ないのではないかと言われ開示不要と判断したのみにとどまっており、

他の役員においても、取締役会において開示の要否を具体的に議論した記憶はないと述べ

ている。また、Za 弁護士やその他の弁護士等に助言を求めた形跡もない。 

以上の事実に鑑みると、当社は、開示・公表の要否について、十分な検討を行っていたと

はいえない。 

 

(5) 調査目的・調査活動の一貫性の欠如 

当社は、本件事案の調査について、一貫して内部告発に対する対応として実施したものと

説明している。しかし、当委員会の調査によれば、以下の事実が認められる。 

まず、調査報告書ドラフト版の提出後、後述の 2026 年 1 月 21 日に「お尋ね」と題する文

書を発出するまでの期間において、調査に具体的な進展が見られない理由として、当社の複

数の役員が「前氏が当社の取締役を退任したこと」を挙げている。 

また、前記(2)のとおり、前氏の取締役退任（2025 年 6 月 24 日）以降 2025 年 11 月末頃に

調査を再開するまでの間、調査の進捗に関心を示して Za 弁護士に確認をしていた者は誰も

いなかった。 

さらに、西山氏は Za 弁護士に対し、2025 年 5 月 27 日に開催される定時取締役会に間に

合うように調査報告書を提出してほしいと伝えていたが、これは上記のとおり、前氏の取締

役として適性を判断するために、同取締役会（取締役の選任議案を上程する定時株主総会の

招集につき決議する予定であった）までに一定の調査結果を確認する必要がある、と考えた

ためであった。 

加えて、2026 年 1 月 21 日に「お尋ね」と題する文書を発出するに至った経緯・契機につ

き、Za 弁護士は、2025 年 11 月末頃に、前氏が、会社が福利厚生の一環として契約していた
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リゾート施設の会員権を当社から自身に移転したことや前氏の親族が関係する会社へのエ

ントランス工事の発注などが発覚したためと述べている。また、一部の取締役は、同文書を

発出する少し前から、前氏が当社に買収を仕掛けようとしているという噂が入ってきたた

めと述べている。実際、上記「お尋ね」と題する文書は、前氏が株主として臨時株主総会招

集請求を行う直前に発出されている上、内部調査委員会としてではなく当社の代理人とし

て発出されている。 

以上の事実に鑑みると、Za 弁護士による調査は、前氏の取締役退任前は積極的に進めら

れていたものの、取締役退任以降は実質的に進展しておらず、前氏に関する新たな疑惑の発

覚や、当社に対する対抗的な動きを契機として再開されたものと評価せざるを得ない。 

そうすると、前記(3)アのとおり、独立性・第三者性が損なわれていた Za 弁護士による本

件事案の調査は、内部告発に対する対応のみならず、前氏の進退や当社の支配権をめぐる争

いへの対応としての側面があったことは否定しがたい。 

 

3 総括 

以上のとおり、内部告発書面の受領以降の本件事案に係る当社の対応には、Za 弁護士へ

の調査の委任にあたり、調査範囲の拡張について十分な検討が行われず、その結果 Za 弁護

士の調査にも当初の調査範囲（2024 年 4 月から 12 月までの前氏の交際費）が引き継がれて

いる点、調査者との適切な連携ができていなかった点、調査の独立性・第三者性が徹底され

ていなかった点、開示の要否について十分な検討が行われていなかった点、及び調査の目的

が内部告発への対応のみならず前氏の進退や当社の支配権をめぐる争いへの対応としての

側面があった点において、ガバナンス上の問題があった。 

以 上 
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別紙 1 

ヒアリング対象者一覧 

 

No. 
実施日 

（全て 2026 年中） 
氏名 役職 

1 ① 3 月 4 日 Xf 氏 当社 執行役員 人事部長 

2 

① 3 月 6 日 

② 3 月 26 日 

③ 3 月 27 日 

④ 3 月 30 日 

Xi 氏 当社 経営管理本部 財務法務部長 

3 

① 3 月 13 日 

② 3 月 23 日 

③ 3 月 31 日 

④ 4 月 7 日 

⑤ 4 月 9 日 

⑥ 4 月 15 日 

西山靖氏 当社 常勤監査役 兼 

サムシング 監査役 

4 
① 3 月 17 日 

② 3 月 26 日 

Xj 氏 当社 経営管理本部 経理部 シニアマ

ネージャー 

5 

① 3 月 18 日 

② 3 月 25 日 

③ 3 月 27 日 

④ 4 月 6 日 

⑤ 4 月 13 日 

Xb 氏 サムシング 元前氏秘書 

6 
① 3 月 18 日 Yi 氏 サムシング 管理本部 管理部 経理グ

ループ マネージャー 

7 
① 3 月 19 日 Xk 氏 当社 経営管理本部 経営企画部 リー

ダー 

8 ① 3 月 23 日 Yj 氏 サムシング 執行役員 社長室 室長 

9 
① 3 月 24 日 

② 4 月 1 日 

Xe 氏 サムシング 経営企画室 担当 

10 

① 3 月 24 日 坂口岳洋氏 当社 取締役 専務執行役員 海外事業

セクター長 兼 

サムシング 取締役 

11 ① 3 月 25 日 岡田憲治氏 当社 社外監査役 

12 
① 3 月 25 日 和田洋氏 当社 取締役 常務執行役員 コンサル・

人事事業セクター 
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No. 
実施日 

（全て 2026 年中） 
氏名 役職 

13 ① 3 月 26 日 x●氏 ●●●●●●●●●●●●●●●●● 

14 ① 3 月 26 日 Xa 氏 当社 内部監査室 内部監査室長 

15 ① 3 月 26 日 松場清志氏 当社 取締役会長 

16 
① 3 月 26 日 

② 4 月 8 日 

Xc 氏 当社 経営管理本部 経理部 担当部長 

17 
① 3 月 27 日 

② 4 月 15 日 

Yk 氏 サムシング 執行役員 管理本部 管理

部 部長 

18 ① 3 月 27 日 三谷総雄氏 当社 社外監査役 

19 ① 3 月 27 日 森本千賀子氏 当社 社外取締役 

20 
① 3 月 30 日 Yl 氏 サムシング 上席執行役員 技術戦略本

部 本部長 

21 ① 3 月 30 日 Za 弁護士 当社 顧問弁護士 

22 
① 3 月 31 日 

② 4 月 7 日 

小白川貢氏 当社 執行役員 兼 

サムシング 元 代表取締役社長 

23 ① 3 月 31 日 塚本勲氏 当社 社外取締役 

24 
① 3 月 31 日 左奈田直幸氏 当社 代表取締役 社長執行役員 兼 

サムシング 取締役会長 

25 ① 4 月 1 日 Yd 氏 サムシング 取締役 専務執行役員 

26 ① 4 月 2 日 ●●●●氏 ●●●●●●●●●●●●●●●●● 

27 
① 4 月 3 日 Yc 氏 サムシング 営業本部 本部長 代表取

締役 副社長執行役員 

28 ① 4 月 6 日 Ym 氏 サムシング 元代表取締役 

29 ① 4 月 6 日 仲岡一紀氏 当社 社外取締役 

30 ① 4 月 6 日 ●●●●氏 ●●●●●●●●●●●●●●●●● 

31 ① 4 月 6 日 ●●●●氏 ●●●●●●●●●●●●●●●●● 

32 ① 4 月 6 日 Ya 氏 当社 元内部監査室 室長 

33 ① 4 月 6 日 ●●●●氏 ●●●●●●●●●●●●●●●●● 

34 
① 4 月 7 日 Yn 氏 サムシング 管理部人事総務グループ 

リーダー 

35 ① 4 月 7 日 Yo 氏 サムシング 元取締役 

36 
① 4 月 8 日 Yp 氏 サムシング 管理本部 管理部 経理グ

ループ 担当 

37 ① 4 月 9 日 前俊守氏 当社 元代表取締役社長 兼 
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No. 
実施日 

（全て 2026 年中） 
氏名 役職 

② 4 月 13 日 サムシング 元代表取締役会長 

38 ① 4 月 10 日 ●●●●氏 ●●●●●●●●●●●●●●●●● 

39 ① 4 月 10 日 ●●●●氏 ●●●●●●●●●●●●●●●●● 

40 ① 4 月 10 日 ●●●●氏 ●●●●●●●●●●●●●●●●● 

41 ① 4 月 10 日 ●●●●氏 ●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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別紙 2 

デジタル・フォレンジック調査の概要 

 

1 調査目的 

当委員会の委託を受けた foxcale は、本調査を実施するため、デジタル・フォレンジック

調査を行った。 

 

2 調査手法 

① 電子データの保全・解析・レビューの概要 

当社は従業員への貸与 PC、貸与スマートフォン、メールシステム、チャットシステムの

管理運用について、サムシングへ委託している。 

メール及びチャットシステムの状況として、当社は、2024 年 5 月までメールシステムと

して Gmail を利用していたが、2024 年 6 月以降は Outlook、チャットツールとして Microsoft 

Teams を利用しており、Gmail データは、Outlook へ移行されている。Outlook メールデータ

は 100GB を上限にサーバ上に保存されており、Microsoft Teams も同様にサーバ上に保存さ

れている。2024 年 6 月の Outlook 導入時に、訴訟ホールドの設定がされており、削除データ

は保持されている。 

ドキュメントデータの管理状況として、当社は、ドキュメントデータを OneDrive、

Sharepoint、及びプライベートクラウドである ASPIRE にて保管している。ASPIRE 上の個人

フォルダには、個人ごとにアクセス権が付与されており、他者がアクセスすることはできな

い。また、ASPIRE 上のチームフォルダへのアクセス権も、所属するチームのアクセス権と

リンクしており、チーム外のフォルダにアクセスすることはできない設定となっている。 

 

foxcale は一部の調査対象者について、会社が貸与している PC 及びスマートフォンを保

全した。 

また、foxcale は、サムシングが Microsoft Purview を利用して抽出した調査対象者の Outlook

メールデータ、Microsoft Teams データ、OneDrive データ及び Sharepoint データ並びに調査

対象者が所属していた Teams 内 Team のチャットデータ及び Sharepoint データを受領した。

また、foxcale は、サムシングが ASPIRE（プライベートクラウド）上の調査対象者に係る個

人フォルダをコピーして取得したデータを受領した。 

なお、当社は、スケジュール管理を rakumo for salesforce のシステムで行っており、foxcale

は、サムシングが salesforce から保全したスケジュールデータを受領した。 

保全又は受領、解析及びレビューを行った電子データの概要は以下のとおりである。なお、

調査対象者ごとに調査対象期間が異なるため、調査対象期間は下表を参照されたい。 
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【調査対象者ごとの調査対象期間】 

 

 

  

 
15 データ保全は調査対象者ごとの調査対象期間に沿って実施したが、プライベートクラウドである

ASPIRE については期間を指定せず取得した。 

No. 対象者 

サーバメール・Teams チャット・Onedrive・ 

rakumo 予定表・ASPIRE15 

調査対象期間 役職 

1 前 俊守 2020 年 4 月～2025 年 6 月 
当社 元代表取締役社長 兼 

サムシング 元代表取締役会長 

2 東 剛史 2020 年 4 月～2025 年 6 月 
当社 元常務取締役 兼 

サムシング 元代表取締役副社長 

3 小白川 貢 2020 年 4 月～2025 年 6 月 
当社 執行役員 兼 

サムシング 元 代表取締役社長 

4 Ya 氏 2021 年 6 月～2026 年 3 月 当社 元内部監査室 室長 

5 Xg 氏 2020 年 4 月～2025 年 6 月 
当社 元執行役員 兼 

サムシング 元本部長 補佐 

6 Xh 氏 2021 年 6 月～2026 年 3 月 当社 元上席執行役員 兼 CFO 

7 Xl 氏 2021 年 6 月～2026 年 3 月 当社 元事業戦略部 部長 

8 Xb 氏 2020 年 4 月～2025 年 6 月 サムシング 元前氏秘書 

9 Xi 氏 2020 年 4 月～2025 年 6 月 
当社 経営管理本部 財務法務部

長 

10 松場 清志 2021 年 6 月～2025 年 12 月 当社 取締役会長 

11 Xj 氏 2021 年 6 月～2025 年 12 月 
当社 経営管理本部 経理部 シ

ニアマネージャー 

12 Yi 氏 2020 年 4 月～2025 年 6 月 
サムシング 管理本部 管理部 

経理グループ マネージャー 

13 Yc 氏 2020 年 4 月～2025 年 12 月 
サムシング 営業本部 本部長 

代表取締役 副社長執行役員 

14 Yl 氏 2020 年 4 月～2025 年 12 月 
サムシング 上席執行役員 技術

戦略本部 本部長 

15 Ye 氏 2020 年 4 月～2025 年 12 月 サムシング 取締役 

16 Yo 氏 2020 年 4 月～2025 年 6 月 サムシング 元取締役 
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【サーバメール・Teams チャット・Onedrive/Sharepoint】 

 

  

No. 対象者 

サーバメール 

（Outlook） 
Teams チャット 

Onedrive/ 

SharePoint 

保

全 

解

析 
レビュー 

保

全 

解

析 
レビュー 

保

全 

解

析 
レビュー 

1 前 俊守 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 

2 東 剛史 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 

3 小白川 貢 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 

4 Ya 氏 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 

5 Xg 氏 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 

6 Xh 氏 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 

7 Xl 氏 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 

8 Xb 氏 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 

9 Xi 氏 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 

10 松場 清志 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 

11 Xj 氏 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 

12 Yi 氏 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 

13 Yc 氏 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 

14 Yl 氏 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 

15 Ye 氏 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 

16 Yo 氏 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 
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【PC・モバイル・rakumo 予定表データ・ASPIRE】 

 

上記のほか、調査対象者が所属していた Teams のグループ等について保全・解析及びレ

ビューを行い、調査対象者が所属していた Sharepoint のグループ等についても、保全・解析

を行った。 

  

 
16前氏については、PC1 台に加えて、当社内に前氏が従前利用していた PC のデータが保管されていたた

め、同データについても保全・解析・レビューの対象とされた。 

No. 対象者 

PC モバイル 
rakumo 

予定表データ 
ASPIRE 

保

全 

解

析 

レビ

ュー 

保

全 

解

析 

レビ

ュー 

保

全 

解

析 

レビ

ュー 

保

全 

解

析 

レビ

ュー 

1 前 俊守 
〇

16 
〇 〇 - - - 〇 〇 - 〇 〇 - 

2 東 剛史 - - - 〇 〇 - 〇 〇 - 〇 〇 - 

3 小白川 貢 - - - 〇 〇 - 〇 〇 - 〇 〇 - 

4 Ya 氏 - - - - - - 〇 〇 - 〇 - - 

5 Xg 氏 - - - - - - 〇 〇 - 〇 - - 

6 Xh 氏 - - - - - - 〇 〇 - 〇 - - 

7 Xl 氏 - - - - - - 〇 〇 - 〇 - - 

8 Xb 氏 - - - - - - 〇 〇 - 〇 - - 

9 Xi 氏 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 - 〇 - - 

10 松場 清志 - - - - - - 〇 〇 - 〇 - - 

11 Xj 氏 - - - - - - 〇 〇 - 〇 - - 

12 Yi 氏 - - - - - - 〇 〇 - 〇 - - 

13 Yc 氏 〇 〇 - 〇 〇 - 〇 〇 - 〇 〇 - 

14 Yl 氏 〇 〇 - 〇 〇 - 〇 〇 - 〇 - - 

15 Ye 氏 〇 〇 - 〇 〇 - 〇 〇 - 〇 - - 

16 Yo 氏 - - - - - - 〇 〇 - 〇 - - 
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② Microsoft365 メールデータ及び Microsoft Teams データの調査 

foxcale は、保全又は受領したデータのうち、調査対象者 16 名全員の Microsoft365 メール

データ、Microsoft Teams チャットデータ、Onedrive データ、Sharepoint データ、及び一部の

調査対象者の PC データ、モバイルチャットデータ、ASPIRE データ、及び調査対象者が所

属していた Teams_Team、Sharepoint データに対して、専用ソフトウェアにてデータベース

化処理を施した上で、調査用レビュープラットフォームである「foxcope-DI」へのアップロ

ード作業を行った。 

「foxcope-DI」にアップロードしたデータに対して、当委員会が設定したキーワード等を

用いて絞り込みを行い、その結果得られたデータのレビューを行った。レビュー数について

は以下のとおりである。 

 

No レビュー対象データ レビュー数 

1 メールデータ及びドキュメントデータ 24,853 

2 Microsoft Teams データ 971 

合計 25,824 

 

レビュー体制については、当委員会のレビューの下 foxcale が策定したレビュープロトコ

ル（レビュアー向け指示書）に従って、foxcale による一次レビューを実施した。 

一次レビューにおいて重要と判断されたデータ 595 件を対象として、当委員会による二

次レビューを実施した。当委員会による二次レビューの結果、詳細検討が必要とされたデー

タについては、当委員会によりヒアリング等の追加調査が行われた。 

また、当委員会は、ヒアリングや資料閲覧の結果との整合性を確認するなどの目的で、

「foxcope-DI」にアップロードしたメールデータ（レビューの対象としていないデータも含

む）、カレンダー形式に加工したスケジュールデータ等を閲覧し、調査に利用した。 

 

以 上 
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別紙 3 

1 当社の役員の変遷 

 2022/3 期 2023/3 期 2024/3 期 2025/3 期 2026/3 期 

前俊守 代表取締役社長（2018/10～2025/4） 取締役（2025/4～2025/6）  

左奈田直幸  代表取締役（2025/6～） 

松場清志 取締役（2021/6～） 取締役副社長（2022/12～） 
代表取締役社長（2025/4

～2025/6） 
取締役会長（2025/6～） 

Xm 氏 取締役（2021/6～2022/6）  

Xn 氏 取締役（2021/6～2023/6）  

東剛史  取締役（2023/6～2024/6） 常務取締役（2024/6～2025/6）  

和田洋  取締役（2025/6～） 

塚本勲 社外取締役（2021/6～） 

Xo 氏  社外取締役（2022/6～2024/6）  

Xp 氏  
社外取締役（2022/6

～2023/6） 
 

森本（服部）

千賀子 
 社外取締役（2023/6～） 

坂口岳洋  社外取締役（2023/6～） 取締役（2025/6～） 

仲岡一紀  社外取締役（2024/6～） 

西山靖 常勤監査役（2020/6～） 

三谷総雄 社外監査役（2018/10～） 

岡田憲治 社外監査役（2018/10～） 
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2 サムシングの役員の変遷  

 2021.3 期 2022/3 期 2023/3 期 2024/3 期 2025/3 期 2026/3 期 

前俊守 代表取締役会長（2019/4～2025/3） 代表取締役社 

長（2025/4～ 

2025/6） 

 

小白川貢 代表取締役社長（2021/9～2025/3） 代表取締役副 

社長（2025/4～ 

2025/6） 

 

東剛史 代表取締役副社長（2019/4～2025/6）  

Xg 氏 取締役（2021/6～2025/6）  

Yc 氏 取締役 代表取締 

役（2026/1 

～） 

Yq 氏 取締役（～2026/1）  

Yl 氏 取締役（～2026/1）  

Xc 氏 取締役（～2023/7）  

Ye 氏 取締役（～2023/3）  取締役 

（2026/1 

～） 

Yr 氏 取締役（～2026/1）  

Yo 氏 取締役（～2025/5）  

Ym 氏  代表取締役

（2025.6～
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 2021.3 期 2022/3 期 2023/3 期 2024/3 期 2025/3 期 2026/3 期 

2026/1） 

Yb 氏   取締役 

（2025/6～） 

代表取締 

役（2026/1

～） 

左奈田直幸  取締役（2025/6～） 

坂口岳洋  取締役（2025/6～） 

Yf 氏  取締役（2025/6～） 

Yd 氏 取締役（～2020/6）  取締役 

（2026/1 

～） 

岡田憲治 監査役（2006/11～2025/6）  

Xh 氏 監査役（2023/4～2025/6）  

西山靖  監査役（2025/6～） 

Ys 氏  監査役 

（2025/6～ 

2026/1） 

 

 

以 上 


	特別調査委員会の調査報告書（中間報告）受領のプレス（案）_sent_20260420_mr_hk.pdf
	【SAAF様】調査報告書（中間報告・公表版）提出版final_比較版.pdf

